
- 1 - 

 

 

（４月２４日） 

告     示 …………………………………………………………………………………   １ 

応 招 議 員 …………………………………………………………………………………   １ 

議 事 日 程 …………………………………………………………………………………   ２ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………   ２ 

出 席 議 員 …………………………………………………………………………………   ３ 

欠 席 議 員 …………………………………………………………………………………   ３ 

議会事務局職員出席者 …………………………………………………………………………   ４ 

説明のために出席した者 ………………………………………………………………………   ４ 

開会、開議宣告 …………………………………………………………………………………   ４ 

 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………   ７ 

 会期の決定 ……………………………………………………………………………………   ７ 

 市長の所信表明 ………………………………………………………………………………   ８ 

 承認第１号 ……………………………………………………………………………………  １４ 

 承認第２号 ……………………………………………………………………………………  １４ 

 承認第３号 ……………………………………………………………………………………  １４ 

 承認第４号 ……………………………………………………………………………………  ２７ 

 承認第５号 ……………………………………………………………………………………  ２７ 

 議案第６１号 …………………………………………………………………………………  ２８ 

 議案第６２号 …………………………………………………………………………………  ４２ 

 同意第３号 ……………………………………………………………………………………  ４７ 

 同意第４号 ……………………………………………………………………………………  ４７ 

 同意第５号 ……………………………………………………………………………………  ４９ 

閉 会 ……………………………………………………………………………………………  ５１ 

署 名 ……………………………………………………………………………………………  ５２ 

 目    次 



- 1 - 

   対馬市告示第31号 

    平成24年第１回対馬市議会臨時会を次のとおり招集する 
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                               対馬市長 財部 能成 
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兵頭  栄君          島居 邦嗣君 

作元 義文君                 
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平成24年 第１回 対 馬 市 議 会 臨 時 会 会 議 録（第１日） 

                           平成24年４月24日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       平成24年４月24日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 市長の所信表明 

    日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度対馬

市一般会計補正予算（第６号）） 

    日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度対馬

市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）） 

    日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度対馬

市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）） 

    日程第７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例の一

部を改正する条例） 

    日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例） 

    日程第９ 議案第61号 平成２４年度対馬市一般会計補正予算（第１号） 

    日程第10 議案第62号 工事請負契約の締結について（（仮称）対馬中部汚泥再生

処理センター建設工事） 

    日程第11 同意第３号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第12 同意第４号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第13 同意第５号 対馬市監査委員の選任について 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 市長の所信表明 

    日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度対馬

市一般会計補正予算（第６号）） 
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    日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度対馬

市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）） 

    日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度対馬

市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）） 

    日程第７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例の一

部を改正する条例） 

    日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例） 

    日程第９ 議案第61号 平成２４年度対馬市一般会計補正予算（第１号） 

    日程第10 議案第62号 工事請負契約の締結について（（仮称）対馬中部汚泥再生

処理センター建設工事） 

    日程第11 同意第３号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第12 同意第４号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第13 同意第５号 対馬市監査委員の選任について 

 

出席議員（21名） 

１番 渕上  清君       ２番 脇本 啓喜君 

３番 黒田 昭雄君       ４番 小田 昭人君 

５番 長  信義君       ６番 山本 輝昭君 

７番 松本 臚幸君       ８番 阿比留梅仁君 

９番 齋藤 久光君       10番 堀江 政武君 

11番 小宮 教義君       12番 阿比留光雄君 

13番 三山 幸男君       14番 初村 久藏君 

16番 糸瀬 一彦君       17番 大浦 孝司君 

18番 小川 廣康君       19番 大部 初幸君 

20番 兵頭  栄君       21番 島居 邦嗣君 

22番 作元 義文君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（１名） 
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事務局出席職員職氏名 

局長      橘  清治君  次長     神宮 満也君 

課長補佐    國分 幸和君  主任     金丸 隆博君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  財部 能成君 

副市長  大浦 義光君 

副市長  齋藤 勝行君 

教育長  梅野 正博君 

地域再生推進本部長  平間 壽郎君 

観光物産推進本部長  本石健一郎君 

総務部長  平山 秀樹君 

政策監  桐谷 雅宣君 

総務課長  豊田  充君 

市民生活部長  長郷 泰二君 

福祉保健部長  多田 満國君 

農林水産部長  比田勝尚喜君 

建設部長  堀  義喜君 

水道局長  阿比留 誠君 

教育部長  大石 邦一君 

美津島地域活性化センター部長  主藤 繁明君 

豊玉地域活性化センター部長  梅野  泉君 

峰地域活性化センター部長  志田 博俊君 

上県地域活性化センター部長  永留 秋廣君 

上対馬地域活性化センター部長  川本 治源君 

消防長  竹中 英文君 

会計管理者  長久 敏一君 

監査委員事務局長  橘  英次君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開会 

○議長（作元 義文君）  おはようございます。 
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 ただいまから平成２４年第１回対馬市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議事に入ります前に、市長のあいさつを受けます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。本日、ここに平成２４年第１回対馬市議会臨時会

を招集しましたところ、議員の皆様には、御健勝にて御参会いただきまして、厚く御礼を申し上

げます。 

 私、３月２８日から２期目の対馬市長に就任をさせていただいたところであります。私の市政

運営に臨む所信につきましては、日程の中で申し述べたいと存じますので、議員皆様の御指導、

御協力をよろしくお願いいたします。 

 本臨時会におきまして、御審議をお願いします案件は、予算及び条例の一部改正の専決処分の

承認を求めることについて５件、工事請負契約の締結についての議案１件、人事案件として教育

委員会委員の任命について２件、監査委員の選任について１件の御審議をお願いするものでござ

います。 

 議案の内容につきましては、後ほど担当部長に説明させたいと存じますので、何とぞよろしく

御審議くださいまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、この場をおかりいたしまして、２つの事項を御報告申し上げます。 

 去る、４月２０日、対馬南警察署が有害鳥獣捕獲補助金詐欺及び詐欺未遂の疑いで書類送検さ

れた２件の新聞報道について、御報告申し上げます。 

 １件目は、昨年５月に厳原管内において有害鳥獣捕獲従事者が仕掛けた箱わなからイノシシ

２頭を窃盗し、ほかの有害鳥獣捕獲従事者に譲り、不正に補助金を受け取ろうとしましたが、猟

友会の審査段階で発覚をし、この２頭分は却下され補助金請求はされず詐欺未遂事件となりまし

た。 

 本市の対応としては、補助金請求がされず被害事実がないため被害届は提出してませんでした

が、平成２３年１１月１７日付で有害鳥獣捕獲従事者に対し、文書で法令を遵守するよう注意を

促してきたところであります。 

 ２件目は、昨年８月から９月にかけて、豊玉管内で有害鳥獣捕獲従事者が、無免許の者から犬

によりかみつかせ捕獲したイノシシ６頭を譲り受け、補助金６万円を不正に受領していたため、

詐欺事件の疑いで対馬南警察署から長崎地方検察庁厳原支部に書類送検されました。 

 この件は、ことし１月１０日に本人より申し出があり、補助金返還と顛末書も提出され、十分

反省されていること、また地域における有害鳥獣捕獲に多大な貢献実績があることを考慮し、今

のところ本市としては被害届は提出しない方針であります。 

 今後の再発防止のため、有害捕獲従事者証の送付時に狩猟違反が起こらないよう、厳正に注意
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喚起したところでございます。また、有害鳥獣捕獲従事者への指導を徹底し、対馬猟友会ととも

に審査を厳格に行い、不正行為が発生しないよう対応したいと考えています。 

 次に、国の文化審議会は、４月２０日、指定重要文化財に長崎県対馬歴史民俗資料館が保存管

理する「対馬宗家関係資料」１万６,６６７点と美津島町大山の「小田家文書」１巻の２件を登

録するよう文部科学大臣への答申が行われました。 

 対馬の外交や貿易、交易等を示す貴重な史料であり、対馬の歴史と観光とが融合する拠点的な

施設として計画をしております博物館構想への力強い味方を得、また市民の永遠の財産との再確

認をさせていただいたような心境であります。 

 このような朗報を議員の皆様にお伝えできるよう、市民と行政が協働する地域づくり、対馬の

宝探しに邁進していく所存でございます。 

 議員の皆様の御理解と御支援を賜りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、平成２４年第１回臨時会の開会に当たってのあいさつとさせていただきま

す。 

○議長（作元 義文君）  次に、４月１日付をもって市職員の人事異動があっておりますので、異

動された幹部職員７名に自席から自己紹介をさせます。 

 まず、地域再生推進本部長、平間壽郎君。 

○地域再生推進本部長（平間 壽郎君）  ４月１日より、地域再生推進本部長を拝命いたしており

ます。職責を果たせますように、精いっぱい頑張っていきたいと思います。どうかよろしくお願

いいたします。 

○議長（作元 義文君）  次に、総務部政策監、桐谷雅宣君。 

○政策監（桐谷 雅宣君）  おはようございます。去る４月１日付で政策監という職を担うように

なりました桐谷でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 なお、担当する業務につきましては、市役所のあらゆる事務事業等々につきましてタイムリー

に市民の皆様に行政情報をお伝えをしていきたいと、そういう行政情報の発信が今まで私ども市

役所のほうでは、不足をしていたのではなかろうかなということの観点から、今回４月１日付で

情報戦略に力を入れていこうという市長の強い思いがありまして、今後、情報の発信に力を注い

でまいりたいと、そういう業務を仰せつかっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  次に、福祉保健部長、多田満國君。 

○福祉保健部長（多田 満國君）  おはようございます。今回の異動で福祉保健部長を拝命いたし

ました多田満國と申します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  次に、豊玉地域活性化センター部長、梅野泉君。 

○豊玉地域活性化センター部長（梅野  泉君）  おはようございます。豊玉地域活性化センター
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部長兼住民生活課長の梅野泉と申します。議会事務局、勤務中はお世話になりました。引き続き

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（作元 義文君）  次に、峰地域活性化センター部長、志田博俊君。 

○峰地域活性化センター部長（志田 博俊君）  おはようございます。４月１日の人事異動により

まして、峰地域活性化センター部長兼務で住民生活課長を拝命いたしました。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  次に、総務課長、豊田充君。 

○総務部総務課長（豊田  充君）  おはようございます。４月１日より、総務課長を拝命しまし

た豊田でございます。それと選挙管理委員会の書記長も同時に拝命になっておりますのでよろし

くお願いします。 

 市の行政改革、定員管理、組織機構等々、山積する課題が数多くありますけれども、私なりに

一生懸命この業務をつとめさせていただきたいというふうに思っておりますので、議員皆様の温

かい御支援、御理解を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  次に、農業委員会事務局長、春日亀剛一君。 

○農業委員会事務局長（春日亀剛一君）  おはようございます。４月１日の異動で農業委員会事務

局長に就任いたしました春日亀でございます。農業委員会事務は初めてでございます。農家及び

農地所有者に直結した、大変重要な仕事だと感じております。これから誠意勉強し、農家、農地

所有者に御迷惑をかけないよう努めていきたいと思います。皆様方の御指導をよろしくお願いい

たします。 

○議長（作元 義文君）  これで、自己紹介を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（作元 義文君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定によって、齋藤久光君及び堀江政武君を指名しま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（作元 義文君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、お手元に配付しております会期日程案のとおり、本日１日

限りにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日１日限りと
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いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．市長の所信表明 

○議長（作元 義文君）  日程第３、市長の所信表明を行います。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  開会に当たり、私の市政運営に取り組む所信の一端を申し上げ、市民の

皆様並びに議員皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 私は、さきに行われました対馬市長選挙におきまして、市民の皆様の各世代、各方面から多大

な御支援をいただき、２期目の市政を託していただきました。御支援くださいました市民の皆様

を始めといたしまして、関係各位の皆様へ心から感謝申し上げる次第でございます。 

 私は、選挙期間中、１期４年間を振り返り、施策として成し遂げられなかったこと、あるいは、

必ずしも十分でなかったことなどを検証し、２期目に向かっての思いを精いっぱい市民の皆様へ

訴えてまいりました。４年前の市長選挙において掲げました「財政改革」「透明政治」「地域力

の醸成」という大きな３つの公約を柱に、４年間市政を一生懸命運営をしてまいりました。 

 一つ目の「財政改革」についてでございますが、このことは、借金体質からの脱却をいかにし

て図るかでございました。結果、１期４年間で市の借金である地方債を約１００億円以上減らし、

また、市の貯金である基金をその他特定目的基金も含めてでございますが、平成２３年度末の基

金総額を約９１億円まで積み上げることができました。また、市政の総点検の実施においては、

新規事業の採択等について、事前に職員や市民で審査するプレゼンの実施など、市民に開かれた

事業の採択方法などの導入に手がけてまいりました。 

 二つ目として、「透明政治」の実施についてでございますが、このことは、市民との情報の共

有を図ることを目指し、行政情報の発信に努めてまいりましたが、必ずしも十分ではなかったと

ころも感じているところでございます。また、「かたらんね市長室」「出前市長室」を実施し、

常に市民からの意見が伺えるよう努めてきたところでもあります。しかし、まだ道半ばの感を否

めません。そこで、本年度４月より情報連携戦略担当の政策監を新たに設け、「市民」と「議

会」と「市役所」との情報共有並びに迅速化を図っていくつもりです。 

 次に、三つ目として「地域力の醸成」についてでございますが、このことは、地域マネジャー

制度の導入により、地域の将来を考えた地域協議を市民と積み重ね、地域マネジャーと地区市民

との協働による地域計画の策定を進めております。既に、一部の地域では対馬市の事業計画とし

て、予算に反映させ動き出しているところでもあります。 

 ところで、市民の皆様も御存じのとおり、今、国の財政は戦後 悪の状態に直面していると言

われており、平成２３年度末の国の公債費残高の見込みは約９５８兆円に上り、国民１人当たり

約７５１万円借金しているということになっております。 
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 また、地方自治を取り巻く環境も、全国的な市町村合併を終え、３,０００数百規模の市町村

の数が平成２４年４月１日現在１,７４２市町村までの規模に合併が進められ、あわせて、地方

分権の推進を図る上で、道州制などの論議も各機関では行われているところでございます。現に、

九州市長会でも九州府推進機構準備検討委員会のもとで、「九州府構想」が検討・研究されてい

るところでございます。 

 地方自治そのものも、昭和３０年９月のシャウプ勧告で地方自治の独立性の強化がなされたま

ま、以後大きな変革もなく推移してきました。現行地方自治制度も半世紀以上が経過し、いささ

か制度疲労を起こしております。市役所も意識を変えていかなくてはならないことは当然であり、

また、市民の皆様方にも応分の負担をしていただかなくてはならない時代が現に到来しておりま

す。市民の皆様方の深い御理解と御協力をお願いする次第でございます。市政が元気を失ってい

くことは、対馬そのものが衰退していくことに等しく、対馬市民を不幸にすることになりかねま

せん。 

 私は選挙期間中、「今こそ市民の力を結集し、対馬のかじ取りを私に任せてください」と訴え

ました。そして、「自立」という文言を幾度となく使い、市民の皆様には、今すぐには実現不可

能ではあるものの「２０年後、３０年後の対馬の自立」を目指して、今この時期まさに対馬の土

台づくりに力を注がねばならないとも訴えました。 

 自立とは字のごとくみずからの力で立ち上がることであります。いつまでも他力本願ではいけ

ません。もっぱら国や県に依存するばかりでもいけません。みずからで立ちあがるためには、ま

ずみずからの意思の確認が必要であります。その意思確認作業が今回の選挙における投票行動で

あったはずです。 

 先ほど申し上げましたとおり、国も借金にあえいでいる状況において、従来のような「ないも

のねだり」ができる時代は終えんを迎えています。ならば、私たちはみずから「あるもの探し」

の旅に出ざるを得ないのです。一抹の寂しさも感じるものの、残念ながらこのいとしい私たちの

国、日本は今、過渡期を迎えています。そのようにもがき苦しんでいる矢先の昨年３月１１日、

東北においてあのような大震災が起こり、さらに福島原発で目を覆いたくなるような悲惨なこと

が追い打ちをかけました。 

 震災等の報道に接した日本人の多くが、明治維新以降現代まで１４０年以上かけて構築した日

本の根底にある技術力への自負、さらに経済という尺度で物をはかってきた思考、また、供給重

視の市場経済のあり方までもが、瓦解していることを深層で感じていらっしゃるはずです。 

 明治維新、太平洋戦争この２つに匹敵する事柄に今、私たちは立ち会っているのです。日本の

ターニングポイントとなる事柄に接していることをネガティブに考えるのではなく、今こそポジ

ティブに物をとらえ、このような試練のときを与えていただいているとの思いで、私自身も市政
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運営に当たっていきたく考えています。 

 だからこそ、かつて辺境の島と位置づけられることもあったこの対馬が未来永劫、子々孫々ま

で永続的にこの地で生きていくため、４年前に市議会の皆様とともに「国境離島活性化対策特別

委員会」の方向性を各種事業の検討から、新たな「国境離島新法制定」に大きくかじを切り直し

たことは、当時から御在籍の議員各位におかれては御承知のとおりです。 

 まさに、昭和３９年に発刊されました「新対馬島誌」の序文に、宗家第３６代当主、宗武志氏

が「コンパスをとり、世界地図に島を軸にぐるっと回す」とうたわれたとおり、対馬の立ち位

置・地勢を存分に生かす政治をこの期に構築することが必要なのです。そのために私自身も身を

粉にして事に当たってまいりたいと考えています。 

 そのように大きな幹はぶれることなく市政を運営してまいりますが、６町合併後、地方交付税

等の優遇措置がなくなり、平準化される平成２６年以降も見据え、しっかりとした財政運営に心

がけていく覚悟でございます。 

 本市の起債残高は、危機的状況は脱したとは申せ、総額約４９２億円を抱えており、依然とし

て厳しい財政運営であることには変わりはございません。 

 ２期目の市政を担当するに当たって、市民の皆様と一緒の視点に立ち、職員もみずからが痛み

や犠牲を恐れず、ともに汗を流すシステムをつくり上げ、市民が要求する「もの」そして「こ

と」さらに「時」を市民が納得する形で市役所が提供できるように、サービスのありようを常に

考えながら進めてまいりたいと考えております。市民とともに行政も感動や喜びを共有するため、

素直で謙虚で一生懸命な真心からの能動的な市民対応に常に心がけてまいります。 

 市民の方々が対馬に住んで本当によかったと思っていただけるように、また地域やあすの対馬

を担う人たちが力を取り戻す施策を政策の柱に置き、昨年１２月定例議会において可決され、本

年度より施行されました「市民基本条例」の趣旨にのっとり、市民と行政、そして議会とが同一

方向で連携し合う協働型の市政へと改革と創造に挑戦し続けます。 

 市民の皆様も既にお気づきのように、今まで「まずは行政に」と頼っていた部分から、みずか

らが動き出さなければ何も変化は起こらない時代になったことを体感していただかねばなりませ

ん。今こそ、新たな変革のイバラの道を選択することが必要であります。その選択が、たとえイ

バラの道であってもともに歯を食いしばって、耐えて、自立に向けた新しい対馬を創造しなけれ

ばなりません。 

 そのためにも、私ども行政機関が持っている情報だけの一方方向でなく、市民の皆様が持って

らっしゃる人的ネットワークからの情報なども素早く相互に流れ込む体制を今まさに構築してい

るところです。島民全員でこの難局を乗り越えるしか方法はないのです。 

 私は、今回の選挙で「市民が宝のしまづくり」「自立するふるさとのしま対馬」そして「守り
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から攻めへ」を柱に「対馬の底力で働く場づくり」「安心安全力で住み続けられる島づくり」

「支える力で夢のある未来づくり」「もてなす力で観光づくり」の４つの力を訴えてまいりまし

た。 

 今、対馬は早急に対処しなければならないさまざまな課題が山積しており、これからの課題解

決のために「海」「森」「国際ビジネス」「地域コミュニティ」「生ごみ」と掲げた５つの地域

資源循環システムを市を挙げて積極的に動かしていく所存です。 

 対馬の 大の課題は「就労の場がないこと」であることは、議員の皆様も同様の認識であろう

と思います。しかし、リーマンショック以後の世界経済の停滞に接するとき、企業誘致による雇

用創出は至難の課題です。そのような状況下だからこそ、地域資源を生かした企業の掘り起こし

雇用を創出することに一生懸命に取り組んでいきます。 

 まず、第一に対馬の底力を発現するために、「環境王国：対馬」を 前面に押し出した地域資

源循環システムを動かすことに腐心していきたいと考えています。この地域資源循環を構成する

取り組みは一つとして欠落しては成り立ちません。 

 「海」の循環には「森づくり」は欠かせません。「海洋保護区設定」と「資源回復」は表裏一

体のものです。海洋保護区については、有識者からなる「科学委員会」をまもなく立ち上げ、科

学的な根拠をもとに設定に向けてギアチェンジして取り組みます。加えて、次なる展開として

「市場開設」とは密接なつながりがあり、さらに「加工産業の育成」には市場が島内にはどうし

ても必要です。良質な塩を求める海外市場はすぐそこにあります。「塩づくり」と海洋環境保全

は密接につながっています。 

 また、「森」の循環では、間伐を大幅に促進したいと考えています。間伐のためには資金が必

要です。その資金は今年度には、一昨年来より調査を進めていました対馬市の公有林の二酸化炭

素吸収量が約１,５００トンは見込めました。そこで、この吸収量をカーボンクレジットという

証券にかえて市場へ流し、資金調達できる見通しが立ったため、それらを資金として間伐促進な

どに充当していく考えであります。資金調達の際も単なるクレジットという考えではなく、ツシ

マヤマネコなど希少動植物が息づく森のクレジットとして売り込んでいきたいと考えています。

さらに、カーボンオフセットをしている森ということも「売り」にして、対馬原木シイタケの対

馬産品のブランド化を図り生産者の所得向上を推し進めてまいります。 

 また、４月から施行の「森林づくり条例」に基づく伐採ガイドラインを今年度中に策定する予

定ですが、豊富に蓄える森林資源の有効的な高度利用を図りつつ、本年３月にも取り組んでいた

だきました木材輸出でも林業の復興を図ります。 

 さらに、林業復興と化石エネルギー依存からエネルギー源の分散化を目指し、太陽光発電やＬ

ＥＤ照明の導入で島への環境負荷の軽減を図るとともに、バイオマスボイラーのさらなる導入や
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公共施設へのペレットストーブの新たな導入に向け、ペレット製造をも念頭に置いた施設等設置

へ力を注ぎたいと考えています。 

 森林と関連の深い水資源開発により、「水ビジネス」も展望しています。早速今回の臨時議会

に上程しております補正予算において、「水ビジネス」関連の予算を計上させていただいており

ます。 

 また、島の資源活用の研究並びに試作品製作に取り組み、企業や雇用創出につなげるため、島

内外の人たちが気軽に利用できるオープンラボラトリー機能や、現在対馬市において活躍してい

る島おこし協働隊の底力を生かしたイノシシやシカの皮革製品の開発、薬草等の商品化を展望し

たニュービジネスを展開するため遊休施設の活用を図ってまいります。 

 また、ツシマヤマネコ等の希少動植物の保護とそれを支える自然共生型・資源循環型の持続可

能な集落づくりを、古民家などを活用して推進してまいります。 

 災害などの緊急時に備えた対策の充実につきましては、第一に、イノシシ等の野生獣からの集

落防衛対策を 優先に進めてまいります。手始めに、今年度より農林振興課の課内室として「有

害鳥獣対策室」を立ち上げ、従来、農作物の被害対策のみに特化していた担務を、近年、人家な

どの被害も寄せられている現状に対応するようイノシシ、シカ等のあらゆる被害対策に当たらせ

るため、専任の職員を２名配置しております。 

 また、災害対策として、昨年の東北震災を受け、策定時期を２年間延長し、見直し作業を進め

ております、「対馬市地域防災計画」を今年度中に策定し、地域避難場所の再設定や避難時の導

線さらに計画に基づく訓練なども実施し、市民の皆様に安心・安全を提供していきたいと考えて

います。 

 また、市民の皆様の安心・安全のために、平成２６年度当初開設を目途に厳原南部地区に救急

分遣隊を設置し、救急の搬送時間の短縮に努めます。 

 高齢者や子供を始めとし、みずから車の運転ができない方たちの移動を支える地域公共交通の

確立のため、地域やＮＰＯなどが運営する地域コミュニティバス運行が、「地域のためによりベ

ターだ」と、関連地域との合意に至った路線から新たな公共交通導入を目指してまいります。 

 また、少子化や過疎化に伴い児童・生徒数が減少している小中学校の適正配置につきましては、

対馬の宝である子供たちにとって「あるべき学校教育環境」の構築に向けて真正面から取り組ん

でまいります。さらに、「隔絶された島ゆえに機会がない」と子供たちが寂しがらぬよう、文化

や芸術・芸能などと触れ合う機会を積極的に提供していきたいと考えております。また、この

４月に開設された「長崎県立虹の原特別支援学校高等部対馬分教室」に続き、さらには中等部・

小等部をも拡充開設できるよう、関係機関に対し働きかけてまいります。 

 市民へ安心できる医療体制を提供するため、診療履歴カードの導入を図り、救急搬送時におい
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て救急救命士が初動期から適切な処置が講じられるような体制を組み立てる予定です。また、市

内医療機関の連携を確立し、緊急時などにおいて市内のどこの医療機関でも直ちに診療が行える

システムの確立を図ります。 

 また、平成２６年度に新たに開院する対馬いづはら病院と中対馬病院との統合病院に、島内初

の放射線治療等の高度医療体制の確立を図り、先進医療における患者さん家族の経済的負担を軽

減していきたいと思います。また、統合後の対馬いづはら病院の施設利用についても、病院規模

は縮小するものの市民の皆様が安心して通・入院が可能な施設への転換に向け全精力を傾注して

まいります。あわせて、介護施設入所希望者の待機状態が慢性化していることの解消に向け、統

合後の対馬いづはら病院を積極的に転換していきます。 

 また、島丸ごともてなし観光の樹立を図り、「環境王国」ブランドを利用した自然環境メニ

ューで自然観光立島を目指します。観光客の満足度を充実させるため、観光物産センターの開設、

観光客と市民が交流する道の駅の設置、対馬の歴史文化を満喫できる歴史海道博物館の設置、ふ

え続ける国外旅行者へ対応する比田勝港国際ターミナルの大規模改修なども行ってまいります。 

 また、昨年から動き始めています中国上海市崇明県との友好関係も、今までおつき合いを進め

てきた韓国釜山市影島区同様に大切にはぐくむ予定です。申し上げましたように、来島客の入り

込み環境が変わろうとする中、現在でも入り込み客を充足することができず、キャンセル客から

の苦情が届いていますので、ホテルなどの客室不足の現状を解消するために積極的に動き出そう

と考えています。 

 加えて、行政改革の一環として、職員数の適正化を推進しつつも、申し述べてまいりました政

策を確実に実現できるよう、市役所の組織機構をより機動的で迅速かつ柔軟な組織へと抜本的な

見直しを行います。まもなく、市民代表、有識者及び職員からなる「対馬市組織機構見直し検討

委員会」を設置。今年度中に将来を見据えた組織計画を策定し、新たな組織機構の確立を図りま

す。 

 ２期目を担当するに当たり、私の思いを申し述べましたが、１期目の４年間をしっかりと検証

し、反省すべきところは素直に反省し、推進すべきところは積極的に推し進めてまいりたいと考

えております。私たちは、過去に対馬を築いた先人たちに申し開きができるように、そして将来

の世代にしっかりと自信を持って引き渡せるように、可能志向で考働し、たゆまず市政の創造と

革新に挑戦し続けてまいります。 

 対馬の新たな黎明を市民の皆さんと迎えるため、走り続けることをお約束し、２期目を迎える

に当たり、私の市政運営に取り組む所信の一端を申し上げさせていただきました。市民の皆様を

始め、議員皆様の深い御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。どうもありがとうご

ざいました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．承認第１号 

日程第５．承認第２号 

日程第６．承認第３号 

○議長（作元 義文君）  日程第４、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（平成

２３年度対馬市一般会計補正予算（第６号））から、日程第６、承認第３号、専決処分の承認を

求めることについて（平成２３年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号））までの

３件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、平山秀樹君。 

○総務部長（平山 秀樹君）  ただいま議題となりました承認第１号、専決処分の承認を求めるこ

とにつきまして、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本案は、平成２３年度対馬市一般会計補正予算（第６号）を去る３月３０日付で、地方自治法

第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告し、

御承認を求めるものであります。今回の補正予算は、地方譲与税、地方交付税等の額の確定によ

る増額、繰入金の減額及び事務事業費の決定による財源調整等が主なものであります。 

 補正予算書の１ページをお願いをいたします。 

 平成２３年度対馬市一般会計補正予算（第６号）は次に定めるところによることを規定し、第

１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億７,９６０万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１６億２,７５０万円とするものであり

ます。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、２ページから６ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするもので

あります。 

 第２条繰越明許費の補正は、８ページ及び９ページの「第２表 繰越明許費補正」によるもの

とし、繰越明許費についての追加変更をいたしております。追加といたしまして、対州馬活用プ

ロジェクト２５９万１,０００円、また変更につきましては、補正（第５号）で議決をいただき

ました繰越明許費のうち、子供のための手当システム改修事業ほか２０件の変更で、繰越額合計

１５億１,０７３万５,０００円といたしております。 

 第３条地方債の補正は、１０ページ及び１１ページの「第３表 地方債補正」によるとするも

ので、事業費の決定により災害復旧事業債、一般単独事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、

病院事業債及び緊急防災・減災事業債を変更し、起債限度額を３６億５,０３０万円と定めてお

ります。 
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 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明をいたします。 

 まず、歳入でありますけども、１８ページをお願いをいたします。 

 ２款地方譲与税、３款利子割交付金、２０ページをお願いをいたします。４款配当割交付金、

５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、７款自動車取得税交付金、８款国有提供

施設等所在市町村助成交付金、２２ページをお願いをいたします、９款地方特例交付金までは交

付額の確定によりそれぞれ補正をいたしております。 

 １０款地方交付税は、特別交付税の決定により６億２,２０４万６,０００円を増額をいたして

おります。 

 １１款交通安全対策特別交付金は、交付額の確定により３８万５,０００円を増額いたしてお

ります。 

 １２款分担金及び負担金１項分担金は、移動通信用鉄塔施設整備事業分担金など、１９万

５,０００円を減額。２４ページをお願いをいたします。２項負担金は有線テレビ加入負担金を

１３６万３,０００円増額。 

 １３款使用料及び手数料１項使用料は、７３２万１,０００円を減額しております。幼稚園の

入園料及び保育料の減額が主なものであります。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金は、自立支援費負担金や子ども手当負担金、道路災害復旧事

業負担金等の減額により９,９３９万１,０００円を減額いたしております。２項国庫補助金は、

自立支援教育訓練給付費補助金、２６ページをお願いをいたします。循環型社会形成推進交付金、

漁港関連道整備事業補助金等の減額、安全・安心な学校づくり交付金の追加等が主なもので、

１,１５６万１,０００円を減額しております。 

 １５款県支出金１項県負担金は、権限移譲交付金の追加のほか、自立支援費負担金等の減額に

より、２８ページをお願いをいたします、１,１２０万５,０００円を減額しております。２項県

補助金は、緊急雇用創出事業、地域グリーンニューディール基金事業など、事業費の確定等によ

り、３０ページをお願いをします、４,６４７万５,０００円を減額。３項委託金は、空港消防業

務委託金の追加等９１４万円を増額しております。 

 １６款財産収入１項財産運用収入は、教職員住宅貸付収入等１８８万１,０００円を減額、

２項財産売払収入は、流域育成林整備事業による立木売払収入２０６万５,０００円を増額して

おります。 

 ３２ページをお願いをいたします。 

 １７款寄附金は、ツシマヤマネコ基金１２９万１,０００円、頑張れ国境の島対馬ふるさと応

援基金１０万円を増額いたしております。 

 １８款繰入金は、８億４,７３４万２,０００円を減額しております。歳入の増等により、減債
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基金繰入金の減額が主なものであります。 

 ２０款諸収入５項雑入は、１,９１９万５,０００円を増額しております。退職手当旧負担金制

度差額調整金の増額が主なものであります。 

 ３４ページをお願いをいたします。 

 ２１款市債は、事業費及び市債額の決定により、３６ページをお願いします。８,２４０万円

を減額しております。 

 次に、歳出につきまして御説明いたします。 

 ３８ページをお願いをいたします。 

 １款議会費は、費用弁償等１５０万円を減額。 

 ２款総務費１項総務管理費は、３目財政管理費の振興基金積立金１億７,５４０万円の増額で、

歳入の増額及び歳出の執行残等による減額分の積み立てが主なもので、このほか事業の確定等に

より、４０ページをお願いします。１億４,７７６万１,０００円を増額しております、３項戸籍

住民基本台帳費は、除籍簿戸籍システムイメージ登録業務委託料１５万７,０００円を減額して

おります。４２ページをお願いします。４項選挙費は、市長選挙及び市議会議員選挙費の事務費

確定により８１８万４,０００円減額いたしております。 

 ３款民生費１項社会福祉費は、事業費給付費の確定等により、４４ページをお願いいたします。

国民健康保険特別会計繰出金等１億５,５４８万７,０００円を減額、２項児童福祉費は、子ども

手当等の確定により１,３３５万５,０００円を減額、３項生活保護費は扶助費等の確定により

１９０万３,０００円減額いたしております。 

 ４款衛生費１項保健衛生費は、県病院企業団負担金の減、４６ページをお願いします、合併処

理浄化槽設置事業補助金等の減により４,１９７万３,０００円を減額。２項清掃費は、漂着物処

理委託料のほか、塵芥処理費、４８ページをお願いします、し尿処理費など１億１,７４０万

５,０００円を減額しております。 

 ６款農林水産業費１項農業費は、５０ページをお願いします、イノシシ捕獲補助金事業等の確

定により５,２７３万８,０００円を減額。５２ページをお願いします。２項林業費は、森林整備

地域活動支援交付金等２,４１４万７,０００円減額。３項水産業費は、５４ページをお願いいた

します、漁港整備事業費の確定により１,３９９万５,０００円を減額いたしております。 

 ７款商工費は、商工振興費、５６ページをお願いします、観光費に係る事業費確定等によりま

して、５８ページをお願いいたします、１,５６４万６,０００円を減額いたしております。 

 ８款土木費は、事業費確定等により２項道路橋りょう費１９０万円の減額、３項河川費７３万

２,０００円の減額、６０ページをお願いいたします、４項港湾費３４９万６,０００円の減額、

５項都市計画費３１４万４,０００円の減額、６項住宅費１３２万５,０００円の減額であります。
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９款消防費は６２ページをお願いいたします。耐震性貯水槽設置工事費等事業の確定により

１,０４５万９,０００円を減額しております。 

 １０款教育費１項教育総務費は、離島留学生ホームステイ補助金等８０万円を減額。２項小学

校費は、６４ページをお願いします。学校施設太陽光発電施設設置工事や校舎耐震化工事の事業

費確定等により、３,１８３万９,０００円減額いたしております。３項中学校費は消耗品費、就

学援助費等７４７万６,０００円を減額。４項幼稚園費は介助員補助６０万円を減額。５項社会

教育費は事業費の確定により、６６ページをお願いいたします。５０４万３,０００円を減額。

６項保健体育費は体育施設の光熱水費、６８ページをお願いします。学校給食費の減等により

１,１３５万円を減額しております。 

 １１款災害復旧費は、道路及び河川災害復旧事業費の確定により２７０万７,０００円を減額

いたしております。 

 なお、７０ページから７３ページは補正予算給与費明細書であります。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いを

いたします。 

○議長（作元 義文君）  福祉保健部長、多田満國君。 

○福祉保健部長（多田 満國君）  ただいま一括議題となりました承認第２号、専決処分の承認を

求めることについて、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 本案は、平成２３年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を去る３月３０日付で、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によ

り報告し、議会の御承認を求めるものでございます。 

 今回の補正予算は、国県の支出金、交付金等の歳入の決定及び事務事業費の決定等による減額

が主なものであります。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２３年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところによること

と規定し、第１条第１項で、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

５,１５３万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億９,７９７万

６,０００円とするものであります。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするも

のであります。 

 次に、補正予算の内容について御説明申し上げます。まず歳入でございますが、８ページ

９ページをお願いいたします。 
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 ３款国庫支出金１項国庫負担金は、療養給付費等負担金を７,３２３万６,０００円増額してお

ります。２項国庫補助金は、財政調整交付金を４,５８５万３,０００円増額しております。 

 ４款１項療養給付費交付金は、退職被保険者療養給付費に係る交付金で６６８万９,０００円

を減額しております。 

 ６款県支出金２項県補助金は、県財政調整交付金を３,３４７万６,０００円減額しております。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １０款繰入金１項他会計繰入金は、保険基盤安定繰入金等の一般会計繰入金を１億３,０４６万

３,０００円減額しております。 

 次に、歳出でございますが、１２ページ、１３ページをお願いします。 

 １款総務費１項総務管理費で１７５万６,０００円、２項徴税費６１万９,０００円は不用額を

それぞれ減額しております。 

 ２款保険給付費１項療養諸費は、一般被保険者療養給付費を４,０５９万４,０００円減額して

おります。１４ページ、１５ページをお願いします。２項高額療養費は、財源内訳の変更であり

ます。４項出産育児諸費は出産育児一時金を２９４万円減額しております。 

 ３款１項後期高齢者支援金等、６款１項介護納付金につきましては、財源内訳の変更でありま

す。 

 １６ページ、１７ページをお願いします。 

 ８款保健事業費１項特定健康診査等事業費５６３万円は、不用額を減額しております。 

 １１款諸支出金１項償還金及び還付加算金につきましては、財源内訳の変更であります。 

 以上、承認第２号につきまして、説明をさせていただきました。御審議の上、御承認ください

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  水道局長、阿比留誠君。 

○水道局長（阿比留 誠君）  ただいま一括議題となりました承認第３号、専決処分の承認を求め

ることについて、提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 専決第３号、平成２３年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）を平成２４年３月

３０日付をもって、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めようとするものでございます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２３年度対馬市の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は次に定めるところによりま

す。第１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４４０万

４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億９,８６２万３,０００円と

するものでございます。 
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 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、２ページ及び３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について主なものを御説明いたします。 

 まず、歳入でございますが、６ページ及び７ページをお願いいたします。 

 １款分担金及び負担金１項負担金１目新設加入負担金は、１２４万６,０００円の増額補正で

２１７万円となります。主なものは加入件数の見込み誤りによる増額によるものであります。 

 ２款使用料及び手数料２項手数料１目水道手数料は、５万円の増額補正で１０万１,０００円

となります。主なものは、給水工事の検査件数の増によるものであります。 

 ６款繰入金２項簡易水道繰入金１目簡易水道基金繰入金は、４００万円の減額補正で、主なも

のは建設費の減額によるものであります。 

 ８款諸収入１項１目雑入は、１７０万円の減額補正で８６０万円となります。主なものは、水

道管移設補償工事の減によるものであります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ８ページ及び９ページをお願いいたします。 

 １款簡易水道費１項水道管理費１目一般管理費は、９３４万６,０００円の増額補正で１億

７,１８１万円となります。内訳の主なものとしましては、工事請負費の減に伴い、２５節積立

金の財政調整基金積立金の追加によるものであります。２目施設管理費は、１０８万円の減額補

正で１億１,０６４万８,０００円となります。主なものとしましては、１５節工事請負費の簡易

水道施設維持補修工事の減額によるものであります。２項１目水道建設費は、１,２６７万円の

減額補正で２億３,７０１万９,０００円となります。主なものとしましては、１５節工事請負費

の精査に伴う減額によるものであります。 

 以上で、提案理由の御説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いい

たします。 

○議長（作元 義文君）  説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。開会を１１時１５分から。 

午前11時03分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時16分再開 

○議長（作元 義文君）  再開します。 

 休憩前に引き続き、説明が終わりましたので、これから３件に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。２番、脇本啓喜君。 

○議員（２番 脇本 啓喜君）  ２９ページ、県補助金の衛生費県補助金の中で、清掃費補助金、
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地域グリーンニューディール基金補助金減、支出でいうと４７ページですか、漂着物処理委託料

減ですね。２,６６７万６,０００円。これはたくさんの予算がついてた中で、率にすると１割ぐ

らいになりますか、になると思うんですが、執行残という形で残ってしまった分だと思いますが、

壱岐、新上五島、五島、聞いたところによると、額はもうかなり少ないですが全部執行している

ようです。この執行残になった原因、理由をお聞かせください。 

 それから、同じく２９ページ。外国人観光客受入施設グレードアップ推進事業補助金、これも

わずかですが、２２７万１,０００円執行残という形で残ったんじゃないかと思います。以前か

ら、宿泊施設等のトイレだけではなくて、飲食店のトイレ等にも使えるようなそういう形ができ

ないでしょうかということを提案をしてましたが、検討はどういうふうに進んだのかお聞かせく

ださい。 

 以上、お願いします。 

○議長（作元 義文君）  市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  ただいまの２番議員の質問にお答えさせていただきたいと思い

ます。 

 おっしゃるように、これほとんど執行残なんですけども、当初委託料として約２億程度予算は

あってます。１３地区、当初計画で主に漂着ごみの収集をしていただいたわけですけども、これ

を処理するまでの過程において入札を行います。搬出から 終処分までの、その間における執行

残がかなり発生をいたしました。それでもって我々としましても、その段階で約７,０００万執

行残が生まれました。それで、それが昨年の１２月末の時点のお話です。 

 ですから、１月から３月の間に再度、漂着ごみが回収できる地区はないかということで、活性

化センターを通じて募集をさせていただきました。３月の遅くても２５日までマニフェストが届

かなければならないということに精算上なりますので、逆算すると時間が約２カ月足らずという

ことになるんで、なかなか実施地区が手を挙げることができなかったということと、それでも一

応６地区から協力をいただきまして、５,２００万程度その６地区に対して予算を消化すること

ができております。 

 その結果といたしまして、ここに書いております、歳出のほうに書いてありますように、

２,６６７万６,０００円のこれまた執行残という形じゃないんですけども、地元の方の協力がど

うしても得られないというような状況がございますので、この金額をやむなく減額したというい

きさつでございます。 

 なお、１月から３月の間におきましては従来、市が一括入札をしておりましたけども、これは

搬出から 終処分における一括入札です。この間は、先ほど言いましたように、１月から３月の

間ですので、市の入札手続をとっておりますと、実施ができないというような状況に期間的にな
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ります。ですから、これ、地元の方がすべて受け持っていただくという、事務から精算まで地元

の集落の方が受け持っていただければ、委託という形で地元にお流しをして、協力をいただきた

いという話が必要になってまいります。これ時間的制約のもとでそういう発想になりますので、

それの協力をいただける地区ということで、 終的には、先ほど申しましたように、６地区

５,２００万の消化とその残がここに掲載している金額になってるということで、御理解いただ

きたいと思います。 

○議長（作元 義文君）  観光物産推進本部長、本石健一郎君。 

○観光物産推進本部長（本石健一郎君）  ２番議員、脇本議員さんの御質問にお答えします。 

 外国人受入施設グレードアップ推進事業ということで、地域指定を厳原地区と上対馬地区とで

やったわけですけども、当初の予定が１３施設、 終的には１２施設、差し当たって県の補助で

ございますけども、３分の１と市が３分の１でございまして、その中で差し当たって、ことしは

受入施設ということでございますので、旅館、ホテルを対象ということが要綱の中でありまして、

飲食店あたりについては対象でなかったということでございます。 

 一応、入札、主な執行残というのは入札の執行残ということでございます。事業主体は協議会

のほうになっておりますので、そこに補助金を出す仕組みになっております。受入団体は、外国

人観光客受入施設整備推進ネットワークということでございます。 

 あとについては、また県のほうとも協議をして飲食店関係はどうなのかということは、また今

後の課題にしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（作元 義文君）  ２番、脇本啓喜君。 

○議員（２番 脇本 啓喜君）  まず、そのグリーンニューディール基金の件ですけども、これ県

全体で幾ら執行残というか、が出てるかていうのも調べましたところ、５,６００万円ぐらい出

ているということで、これを今国のほうに延長申請を出しているということをお聞きしておりま

す。そのうちの半分ぐらいは、もう対馬のものだったものなんですが、これがすべてまた対馬の

ほうに配分されるということはないと思うんですよ。いろんな事情があったにせよ努力もしてい

ただいているようですが、せっかくついた予算ですので、消化できるように努力していただきた

いと思います。 

 それから、なおさら、２２年度、２３年度でグリーンニューディール基金のこの漂着ごみの予

算については、ゼロ査定になりかねないということがあらかじめ想定できてたものですから、こ

の２３年度中もらった分に関しては使い切るぞというぐらいの気持ちでやっていただきたかった

というふうに思います。 

 それから、グレードアップ事業、外国人受け入れのほうですが、これもいつ執行残ではなくて、
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入札で安くなって残ったんだということであろうと、今の答弁では思いますが、それがわかった

時点はいつなのか、それからまた、先ほど環境政策課のほうが努力したように、追加で募集をし

て、これを費やそうというようなことはなされたのか、観光物産推進本部のほうだけで結構です、

回答ください。 

○議長（作元 義文君）  観光物産推進本部長、本石健一郎君。 

○観光物産推進本部長（本石健一郎君）  脇本議員さんの質問にお答えします。 

 終的な事業執行は３月の中旬でございました。執行残を何とかならないのかというようなこ

とだったんですけども、この件につきまして、県も県内の３自治体を指定しておりますので、一

応もう時期的なものもできないし、３月の末ということになりますので、まず非公示とかそうい

うこともございませんで、やむなく補助金をいただいた分はお返しするというような県との協議

の中で、そういうふうな処理になっておりますので、どうか御了解のほどお願い申し上げます。 

○議長（作元 義文君）  ２番、脇本啓喜君。 

○議員（２番 脇本 啓喜君）  その入札の執行残がわかったのが、３月末だということですが、

中間でどういうふうになってるかということは確認はされてなかったんでしょうか、中間で執行

残が幾ら残りそうだということがわかっておれば、間に合わないという前に何か打つ手があった

んではないか、財政的に苦しいこの対馬市、もらった、つけてもらった予算を返すっていうこと

が、自分の財布だったら考えられないと思うんですよ。もう少しついた予算はしっかり執行残を

残さないというつもりで臨んでいただきたいと思います。 

○議長（作元 義文君）  いいですか。観光物産推進本部長、本石健一郎君。 

○観光物産推進本部長（本石健一郎君）  今、執行残の関係を御指摘ありましたけども、事業の内

容といたしましては、外国語の表示とかインターネットの各部屋のＬＡＮの設置とか、ウォシュ

レットの整備ということになっておりますけども、そういう中でこれ以上増加ができないと、そ

して施設によっては、途中手を挙げられたところがあったりして、なかなか把握が困難であった

という状況がございます。トイレのウォシュレットにしても充足をしますと、もうほかに追加と

いうようなことが不可能な状況でございますので、こういう結果になったことも御理解願いたい

と思います。 

○議長（作元 義文君）  ８番、阿比留梅仁君。 

○議員（８番 阿比留梅仁君）  担当部長にお伺いしますけども、女連漁港を整備されております

けどこの事業目的と完成時期についてをお伺いいたします。 

○議長（作元 義文君）  農林水産部長、比田勝尚喜君。 

○農林水産部長（比田勝尚喜君）  女連漁港の目的でございますか。まず、今現在施工しておりま

すのが、道路のほうを施工いたしております。この道路につきましては、沖側の防波堤の内側に
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蓄養水面、そして船揚げ場等を計画いたしております。これに接続するための道路ということで、

現在整備を進めているところでございます。完成年度でございますけども、完成の年度は今まだ

まだちょっと予算的なものもありますけども、恐らく今現在のペースでいきますと、平成二十七、

八年ぐらいになるんじゃなかろうかなというふうに思っております。道路につきましてです。全

体的な完成は、もう少しかかるんじゃないかなというふうに考えております。 

○議長（作元 義文君）  ８番、阿比留梅仁君。 

○議員（８番 阿比留梅仁君）  女連の集落から違う場所にこの漁港はつくられておるわけですよ

ね。湾が違うところに。そしてここが真向いに韓国を（聴取不能）くてその漁港をつくるような

場所やないわけです。それで果たしてその工事をして船揚げ場所になるかという、地元の人たち

が何でこんな予算がないというのにこんな工事をするんだというような物すごく問い合わせが多

いんです、私のところに。それで、それは平成２８年に完成するのはいいんですけど、その事業

目的が船揚げ場で何の船を揚げるんですか。今、女連には女連漁港には集落にあるところには船

揚げ場もありますよね。その船揚げ場にほとんど船は揚がってませんよね、あんまり、そこ僕毎

日通ってるんですけど。そこに船を揚げる場所が足りなくて、また違う湾につくる分は仕方ない

ですが、そこに船揚げ場がいつも空になっとる状態で、ああいうとてつもない場所に船揚げ場を

つくるのはおかしんじゃないかというのが、僕も地元もそんな考えを持っとるんです、いかがで

すか。 

○議長（作元 義文君）  農林水産部長、比田勝尚喜君。 

○農林水産部長（比田勝尚喜君）  阿比留議員さんがおっしゃられるように、私もある一部の方か

らどういった理由でこの整備を進めているのかといった、御質問を受けたことがございます。こ

のときもちょっと私のほうでいろいろと事前に調べていたんですけども、この女連漁港の整備理

由といたしましては、沖側の防波堤の内側のほうに生けすを設置したいと、現在はこのいけすを

鹿見港湾のほうに現在生けすを設置してるけども、これを整備することによってこの女連漁港の

ほうへ移設すれば、それだけの費用対効果が出るというようなことで、この整備計画が進められ

ているというようなことでございます。 

○議長（作元 義文君）  ８番。阿比留梅仁君。 

○議員（８番 阿比留梅仁君）  そういうことじゃなくてもう少し計画を僕は練り直す必要がある

んじゃないかなと、さっきあなた船揚げ場だと、船揚げるような船はないから、現在、集落内に

ある漁港の中の船揚げ場はいつもあいてる。満杯状態やないわけ。そしてあれはサナデ浜という。

そこに生けすが置くような場所をできるわけないんだよ。もう少しそういうことをして本当に事

業計画を見直すなり何とかしないと、無駄なことつくっても邪魔になるだけ、これだけはお願い

しとく、よう考えてみてください。 
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○議長（作元 義文君）  農林水産部長、比田勝尚喜君。 

○農林水産部長（比田勝尚喜君）  私の説明のほうがですね、若干まずかった面もありましたけど

も、阿比留議員さんおっしゃられるように、船揚げ場が１２メーターですね、それとマイナスの

２.５メーターが３０メーター計画されてあります。そして、その前面にしゅんせつをして、蓄

養水面にしようというような計画で今、現在、進められております。 

○議長（作元 義文君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、女連漁港のお話が８番議員のほうから御指摘がありました。実は、

私今思い出したんですが、昨年の１１月に当地へ入って、海洋保護区の説明会に実は入った日な

んですけども、そのときに漁協に入る前に車からおりてその施設に入る間に、地区民の方から今

と同様の御指摘を受けたところでした。しかし、私もそのときは、漁協そして地区の方々からの

お願いを受けて今計画してるんだが、おかしい話ですねっていう思いでおったんですけども、さ

らに１月でしたか、２月でしたか、全く今度は別の女連の方だったと思いますけども、その方か

らも１１月と同様のお話を受けたところでした。実はこの３月末でしたか、４月に変わってから

かは、ちょっと記憶にありませんけども、定かではありませんが、担当のほうに、そこの地区の

真意のところ、そして利用計画のところていうところを明確にしないとこれはおかしいというこ

とで、再度精査をしてほしいという指示を既に出してるとこです。改めてきちんとしたことが上

がってくるものと思っておりますので、今しばらく猶予をいただきたいと思います。 

○議長（作元 義文君）  ほかに、１６番、糸瀬一彦君。 

○議員（１６番 糸瀬 一彦君）  ４９ページの上の段の、機械器具法令点検、保守点検委託料と

いうことで、減が２,４５８万ということなんですけど、常識的には２００万か１００万かぐら

いの差が出るようであれば、いたし方ないなと思うんですけど、２,４５８万これは、財源が非

常に厳しい中に予算化をするときにはしておるわけですけど、何か特別な事情があったどうかお

尋ねします。 

○議長（作元 義文君）  市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  ただいまの機械器具法令点検その他委託料の減なんですけども、

一応これ、執行残も含まれております。前、一度説明させていただいたかと思うんですけども、

塩処理の機械施設がございます。それは、ごみの 終処分場からそこに水が流れるようになって

るわけですけども、この塩処理の機械を停止をしたというようなこともあります。それで、現地、

御説明させていただいたように、真水ですからそれは施設のクリーンセンターの循環水を使って

おるわけですけれども、そういったところもございまして、当初の入札執行残によって、この業

務の委託というのがボリュームの減ということで御理解いただければと思います。 

○議長（作元 義文君）  １６番、糸瀬一彦君。 
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○議員（１６番 糸瀬 一彦君）  それは３月の補正でもできるんじゃなかったん。 

○議長（作元 義文君）  市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  御指摘のとおり３月の補正でも可能だと思うんですけれども、

御存じのように機械施設そのものの委託業務ですけども、法令点検等何が発生するかは私たち想

定できない部分がございますので、今日に至ったということで説明をさしていただきたいと思い

ます。 

○議長（作元 義文君）  ５番、長信義君。 

○議員（５番 長  信義君）  市民生活部長にお尋ねしたいのですが、実は先ほど２番議員が話

しましたグリーンニューディール基金の件ですが、実はこの減額についてもうどうもこうも言い

ませんが、今あなたの答弁では、１月から３月分については地域のほうに委託のような形でお願

いをしたということですね。それはそれでいいんですけども、実はやはり地域、場所によっては、

陸路で海岸線の清掃を、漂着ごみの清掃をすることができるところと、例えば久田浦みたいに船

でいかんと、もちろん回収もできない、それから搬出もできない、いうふうな場所があるわけで

す。今回、私が今お話ししよるのは、実は久田浦の件なんですけども、私も聞いてみますといわ

ゆるその漁業者ですか、のほうにお願いをしてそしてそれは１０名になったか１０何名になった

かわかりませんが、期間の中で、期間を限定してその委託をされたと、しかし現実は１月から

３月の間ですから、ましてや３月の２５日、あなたがおっしゃるように精算事務もありますので、

２５日までということになると、その間に実は、しけの日がかなり続いとるわけですよ。思った

回収ができてないという現実があるわけです。言いたいのは、だからやはり発注をされるときに

入札じゃなくて、そのような発注はそれで結構ですが、地域場所によっては陸路で行かれない場

所というのがあるわけですから、そこをしっかり踏まえて、やはり例えば２０日でした、もらお

うと思っとったのが、実質は１０日しかできなかったとかいう現実だろうと思うんですけども、

そのあたりの配慮が私は少し、話を聞く限りにおいては、そのような久田浦のような場所ではし

けのときの対応というのが果たしてそのあたりが、しっかりと検討されとったのかということ、

非常に疑問に思うんですが、そのあたりが検討されたことはあるんでしょうか。 

○議長（作元 義文君）  市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  御指摘の久田の今回追加の６地区の中で仕事をしていただいて

いるわけですけれども、御存じのように地域地権者の方と協議は担当課のほうでさせていただい

ております。そして、スケジュールをつくっていただいておりますが、確かに東側向いてますの

で地区的に、そういった久田に限らず、海岸線は御承知のようにしけの日もございます。満ち引

きの問題もあります。そういったものについては、一応カレンダー等、潮見表ですか、ここら辺

の海象。気象につきましての問題については、正直言いまして検討に至るまでは至っておりませ
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んが、地域の方々の知恵をいただいて、船が出せる日はどうなんですかということは、打ち合わ

せはさせていただいております。目的の仮日数が増減が生じるということになろうかと思います

けども、今回の目的の幅につきましては初期の目的は達していただいておると考えております。 

 ただ、それがすべてが予定どおりの、まだここもあったのにというお話もあろうかと思います

けども、それは先ほど言いましたような事情がございまして。今回すべてということには至って

ない場所もあろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（作元 義文君）  ５番、長信義君。 

○議員（５番 長  信義君）  答弁としては違うんですけどね。結局、私が言っとるのは、その

久田浦の、ごみが漂着しとる場所に行くためには、船でしか行かれないんですよ。というのがね、

山から海岸線に下がるということがもう今はほとんどそのあたりは、昔の山道あたりあるかもわ

かりませんけども、使っていない関係で実はほとんどもう道がないんですよね。そうすると、そ

のごみが漂着しとるそこに行くためにも、船で行かんにゃいかん。しけのときには当然その場所

にも行かれないわけですよね、だからごみを集めることもできない。 

 そういうことがあるわけですから、やはりこの冬季、冬の時期というのは、そういうことが十

分想定されるわけですから、そりゃもういいですけども、今後については、先ほどから言います

ように、陸路で行かれる場所と、やはり船でその現場まで行かにゃいかん場所というのはおのず

と違ってくるわけですから、そういったこともしっかり把握をされて、そして、確かにその１月

から３月、２回目の発注にはなるんでしょうけども、２回目になりますと、精算事務の関係で

３月いっぱいまでということにもならんわけですから、そうするとやっぱりそのあたりを十分考

慮された上で、短い期間の中でどのように対処すればいいのかと、いうことを今後は十分検討さ

れた上で対処していただきたい。答弁はいいですけども、要望しておきます。 

○議長（作元 義文君）  はい。ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  これで質疑を終わります。 

 お諮りします。３件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。３件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、各案ごとに討論、採決を行います。承認第１号、専決処分の承認を求めることにつ

いて（平成２３年度対馬市一般会計補正予算（第６号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（作元 義文君）  討論なしと認め、採決します。 

 お諮りします。承認第１号は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。承認第１号は、原案のとおり承認されました。 

 承認第２号、専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度対馬市国民健康保険特別会

計補正予算（第４号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認め、採決します。 

 お諮りします。承認第２号は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。承認第２号は、原案のとおり承認されました。 

 承認第３号、専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度対馬市簡易水道事業特別会

計補正予算（第３号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認め、採決します。 

 お諮りします。承認第３号は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。承認第３号は、原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．承認第４号 

日程第８．承認第５号 

○議長（作元 義文君）  日程第７、承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市

税条例の一部を改正する条例）及び日程第８、承認第５号、専決処分の承認を求めることについ

て（対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）の２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  ただいま議題となりました承認第４号、対馬市税条例の一部を

改正する条例につきまして、提案理由を説明申し上げます。 

 このたびの条例改正は、地方税法の一部改正が行われ、平成２４年３月３１日に公布、平成

２４年４月１日に施行されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。 

 改正の主な内容といたしましては、固定資産税において平成２４年度の評価替えに当たり、原

則として、従来の土地に係る負担調整措置等は継続はされますが、住宅用地に係る据え置き特例

については、平成２４年度及び２５年度の段階的な経過措置が講じられ、その上で廃止すること
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となっております。 

 つきましては、本条例を同日から施行する必要がございますので、平成２４年３月３１日付で

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分をさせていただいたところであります。

同条第３項の規定により、その御報告を申し上げ、承認をお願いいたしたいと思います。 

 続きまして、承認第５号、対馬市国民健康保険税条例についてでありますが、この条例につき

ましても、先ほどと同様、地方税法の一部改正、また東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律の改正が行われ、平成２４年３月３１日に公布、同年４月１日に施行

されたことに伴い、所要の改正をするものでございます。 

 つきましては、本条例を同日から施行する必要がございますので、平成２４年３月３１日付で

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分をさせていただきましたので、同条第

３項の規定により御報告申し上げ、その承認をお願いするものであります。内容につきましては、

附則に東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例を追加するという

ことであります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。御審議の上、御承認賜わりますよう、よろしく

お願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  説明が終わりました。２件に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 お諮りします。２件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。２件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 承認第４号及び第５号の２件を一括採決します。２件は原案のとおり承認することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。２件は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第６１号 
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○議長（作元 義文君）  日程第９、議案第６１号、平成２４年度対馬市一般会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。総務部長、平山秀樹君。 

○総務部長（平山 秀樹君）  ただいま議題となりました議案第６１号、平成２４年度対馬市一般

会計補正予算（第１号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、ニュービジネス推進事業や観光施設整備事業等が主なものであります。

１ページをお願いいたします。 

 平成２４年度対馬市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによることを規定し、

第１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１,５００万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８７億５,４００万円とするものであり

ます。第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページから３ページにかけての第１表歳入歳出予算補正によるとするものであ

ります。 

 第２条地方債の補正は、地方債の変更を４ページ及び５ページの第２表地方債補正によること

を定め、地方債の限度額を３１億７,８１０万円といたしております。 

 次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げます。 

 まず歳入でありますけれども、１０ページをお願いいたします。１０款地方交付税は普通交付

税を１,５６１万８,０００円追加しております。１４款国庫支出金２項国庫補助金は過疎地域等

自立活性化推進交付金１,３５８万２,０００円の追加で、ニュービジネスサポートセンター整備

事業に係るものであります。２０款諸収入５項雑入は、コミュニティ助成事業及び地域活性化支

援事業の各補助金７００万円を増額しております。２１款市債は、対馬ニュービジネスサポート

センター整備事業債、海洋保護区設定推進事業債及び観光ルート整備事業債の追加により、

７,８８０万円を増額いたしております。 

 続きまして、歳出について御説明をいたします。１２ページをお願いいたします。２款総務費

１項総務管理費５目財産管理費は、現在遊休施設になっております旧鴨居瀬小学校を改修し、新

たな産業創出を目的とした対馬ニュービジネスサポートセンター整備事業など７,８９３万円、

７目企画費は、１３節委託料に、水資源利活用のための基本計画策定業務委託料、対馬の魅力映

像データ収集業務委託料７５７万円、１９負担金、補助及び交付金に、コミュニティ助成事業及

び地域活性化支援事業補助金７００万円であります。６款農林水産業費３項水産業費は、海洋保

護区設定推進のための科学委員会開催経費３０９万３,０００円、７款商工費は上対馬町の韓国

展望所公衆用トイレ改修事業費等１,５６６万円を増額いたしております。 

 １４ページをお願いいたします。８款土木費４項港湾費は、比田勝港国際ターミナルの入国審
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査ブースの改修費として１３０万円、１０款教育費５項社会教育費は、文化財保存整備事業補助

金の追加等により、１４４万７,０００円を増額いたしております。 

 なお、１６ページ及び１７ページは、補正予算給与費明細書であります。 

 以上簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう

お願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  暫時休憩します。 

午前11時56分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時57分再開 

○議長（作元 義文君）  それでは、再開します。 

 これから質疑を行います。３番、黒田昭雄君。 

○議員（３番 黒田 昭雄君）  １３ページの財産管理費の対馬ニュービジネスサポートセンター

整備工事について質問したいんですが、これは当初の計画も立てていらっしゃったと思うんです

が、変更ありませんでしたでしょうか。（発言する者あり） 

 失礼しました。私の言い方がまずかったと思うんですが、先日、担当の部長さんのほうが、薬

草の話をされたわけですけども、かなり厳しいというお話をされました。多分薬草をビジネス化

するというのが、ここのその事業の大きな目的ではないかとは思うんですけども、今の現状の薬

草の、厳しいということで、それに対して事業に対しての考慮がなかったかどうかということを

お伺いをいたします。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  黒田議員の質問にお答えいたします。 

 前回の折に、予算委員会のときのことではないかと思いますが、薬草関係についてはいろいろ

とこれを直接に商品化することについてはちょっと、薬事法関係あたりのこともあって難しいと

いうことで、現在それを健康食品に変えて活用できないかということで現在は進めておるところ

でございます。もちろん、今回の補正予算に計上しております、対馬ニュービジネスサポートセ

ンター整備事業の中でも取り上げていく予定となっております。 

○議長（作元 義文君）  ３番、黒田昭雄君。 

○議員（３番 黒田 昭雄君）  個別のことについては質問する気はなかったんですけども、市長

も選挙戦のときに、「足下に泉あり」という地域資源を活用するというのは私は大いに賛同する

ところでありますけれども、私も３年間市議会議員になりまして、行政の悪いところは、何かこ

う問題が起きても一度計画してしまったら、突っ走ってしまうというか、「進むも地獄、退くも

地獄」みたいな、そういうことを目の当たりにしてきましたので、今回薬草の件について、大変
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難しいというお話を部長がされたもんですから、今回そのような感じで質問をいたしました。 

 大きくは賛同はしておりますので、ただ薬草の分で、厳しいということでこういった事業とい

うのは、つくるのは過疎債を使って簡単にというか、一般財源を余り使わなくてできるわけです

けども、維持管理っていうのがかなりボディーブローのようにかかってきますので、そういうの

を私も憂慮して、こういう質問をいたしましたので、我々市議会議員も、そういったいろんな意

見も出していこうと思っておりますし、そういった現状をお話しくださることによって、市民も

いろんな知恵を出していますでしょうから、どうぞ６,６００万円かけておりますので、しっか

り取り組んでいただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（作元 義文君）  １８番、小川廣康君。 

○議員（１８番 小川 廣康君）  今の黒田議員の件に関しますけど、これ先ほどの総務部長の話

では、旧鴨居瀬小学校の件だろうと思います。そういうふうに理解してよろしいですよね。 

 これ、さきの３月の予算特別委員会のときにもいろんな、私もこの件については質問をいたし

ましたけど、あのときの担当部長、担当課長の答弁では、結局シカ、あるいは今、島おこし協働

隊がいろんな取り組んでおります皮製品の加工、あるいは今さっき言いました薬草関係、もろも

ろ今、協働隊が取り組んでおることを、あそこをセンターとして整備する事業だろうと思います

が、あのときにも私言いましたけど、将来的な、まさかそのときにこういう六千何百万という予

算づけがされるとは、私は理解をしておりませんでした。 

 あそこの校舎跡地を廃校利用としてうまく利用していくのかなという、そのときに皮製品のミ

シン購入とか云々というのは説明がありましたけど、やはりこれだけの予算を特に地方債をつぎ

込んでやるってことになると、私はもう少しこの事業の取り組み方っていいますか、そういうも

のを私たちにやっぱり、特に市民に、私は知らせる必要があるんじゃないでしょうか。 

 先ほど冒頭、今、政策監が、この市民への情報伝達といいますか、それを大きく担っていると

いうことですが、私たちはこの予算を審議する上で、これ審議しとるわけですから、どういう形

にしていこうということが、私たちは見えないんですね。私、改めてここで市長あるいは担当部

長にお尋ねしたいんですが、今後この整備をして、どのようにやっていこうとしているのか、私

は示していただきたいと思いますが。 

○議長（作元 義文君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  小川議員のほうから、唐突ではないかという部分と、情報が十分に流れ

てなく、そしてお互いに練ることができてないんじゃないかという御指摘がありました。その感、

否めないのかなとは思っております。 

 たしか９月議会だったかと思います。この遊休施設の利活用計画というものの委託を出して、
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そして幾度となく職員の間でもこの問題について詰めてきたというふうに報告を受けております。 

 そういう中、あの施設を利用する方法として、今対馬に不足しているものが何なのかというこ

とで、やはり物をつくり込んでいくということが、余りにも私ども対馬人がないがしろにしてき

た部分ではないかというふうな結論に至ったようにあります。 

 そういう中、あの施設を加工とかいうものが島内外の方たちが使えるように、気軽に使えるよ

うな施設整備をして、そしてそこから新たな商品というものを生み出していくというような施設

が必要というふうなところに至ったところです。 

 そういう中、雇用というものがそこから生まれてくる、そこから次の段階に起業が出てくる、

というふうなことをやっていかないと、島に起業をしていくというのは不可能なんではないかと

いうふうな結論だったように聞いております。 

 そのような報告を以前受ける中、私、３月に実は県のほうの、あれは三重漁港ですかね、新長

崎漁港というんですか、そちらに出張の折、足を延ばさせていただきました。そこには、水産試

験場があり、長大の水産学部のまた試験場もあり、そして国の機関の「西海区水産研究所」とい

うところもありそれぞれ、済みません、大学には行っておりませんけども、県と国の施設を訪ね

てきました。 

 その県の施設の中に実は県のほうが、県内で１カ所オープンラボラトリー的な施設をつくって

ありました。そこの利用はどういう利用ですかという質問をさせていただいたところ、長崎市内

の方々がほとんど、長崎市内から４０分ぐらい車でかかりましたけども、その距離ですから長崎

の人が多いと。次に五島の人ですかねと。じゃ、平戸とか壱岐とか対馬はどんな利用状況ですか

と言うと、ほとんどないというふうなお話でした。 

 もし県の方が、このような施設、研究施設、市民が気軽に使えるいろんな設備が整った施設が

できた場合、県がつくることが、各地区につくることが可能ならばいいんだけども、それをすべ

て県がつくることが不可能な状況であるというふうなことを受けました。今の私どもの協議の状

況っていうのを、そこの所長さんにお話をさせていただいたところです。 

 そういう中、いただいた言葉というのは、県としてもそういうもし施設ができると助かると、

そして自分らのノウハウというものを各県内にそのような施設ができたときに、それをどんどん

提供していくというのが、今から自分らの役割かもしれんというお話をいただいたところであり

ます。できれば、水産試験場が持ってるような、そういう水産加工のオープンラボラトリーみた

いなもののスペースというものを旧鴨居瀬小学校の施設の中に設置していきたいという思いで、

このような金額になったところでございます。御理解をいただきたいと思っております。 

○議長（作元 義文君）  １８番、小川廣康君。 

○議員（１８番 小川 廣康君）  今その市長の答弁を私は今初めて聞いたんですが、これは、さ
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っきの総務部長の提案理由の説明の中で鴨居瀬小学校云々とただ軽く流されて、私もてっきり、

さきの予算委員会のときで議論になりました、島おこし協働隊を中心とした鴨居瀬小学校校舎跡

を改造するのかなと、そういうとらえ方をしてましたけど、今のその市長の答弁では、いろいろ

将来に向かっての計画があるようですが、私はそこらあたりは、ちょっとこれだけの６,６００万

あたりの予算を承認をしてくださいというこの議会に対して、私はもう少し説明が足りないんじ

ゃないか。 

 例えば、これが今回の議会の中では、委員会省略をして、本会で採決をとる段取りになってる

ようでございますが、やはりもう少し私はこの問題については、皆さんにやっぱりよく説明をし

て、対馬市としてはこういうふうにいくんだというやっぱり発信をすべきじゃないでしょうかね。 

 ですから、私は先ほど言いましたように、さきの３月の予算委員会のときに、比田勝部長、そ

してそのときの増田課長のほうに、この問題については質問をいたしまして、今後どのようにし

ていくのかと、島おこし協働隊の今、皮の製品とかいろいろ市が研修にやったりいろいろ取り組

んでいるが、これ将来的にどうやっていくのかということで質問したときに、実は来年度から鴨

居瀬小学校跡地、あそこでいろんな協働してやっていくんだよと。ああそうかなと、そういうと

らえ方を私はしてましたんでね。 

 やはり６,６００万かけてあそこを改造し、中身が全然私はわからないんですが、ほかの議員

さんたちがこれでよしとするのかどうか、私はわかりませんけど、もう少し、何といいますかね、

説明が私は欲しいなと、具体的にですね。具体的に決まってるからこの予算を計上したんでしょ

うから、できたらどういうふうに進んでいくべきなのか、進もうとしているのか、もう少し具体

的にこの場で説明を求めていきたいと思いますが。（発言する者あり）担当部長でも結構ですが。

総務部長でも、どこが所管かわからんけど。（発言する者あり） 

○議長（作元 義文君）  暫時休憩します。（発言する者あり）資料があると。（発言する者あ

り）中身をね。中身を。そしたら、資料が出せるか。（発言する者あり） 

 ちょっと、１０分間休憩します。（発言する者あり）１２時３０分から開会します。（発言す

る者あり） 

午後０時12分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時29分再開 

○議長（作元 義文君）  再開します。 

 暫時休憩します。 

 議会運営委員会を別室で行いますので、議運委員長よろしくお願いします。 

午後０時29分休憩 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時58分再開 

○議長（作元 義文君）  再開します。 

 休憩前に引き続き、小川議員の質疑から再開します。１８番。（発言する者あり）もういいと。

ああ、そうかそうか。説明を求める。美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  ただいまの補正で提案しました件につきまし

て、再度説明させていただきます。 

 この旧鴨居瀬小学校を改修して、対馬の資源を生かした新しい産業創出を目指すことを目的に、

必要な施設や設備とサポート体制を整備しようとするものであります。 

 対馬の資源を使った商品開発や新たな産業の研究の場としての施設及び設備を整備し、また、

利用者の支援をするための研究機能や開発商品の展示及び商談等に使用する多目的スペース及び

施設の管理運営、利用者へのサポートを行う事務室スペースに大きく３つに分けて改修をしよう

とするものであります。 

 また施設の利用予定につきましては、島おこし協働隊員による有害鳥獣や植物資源を活用した

商品を研究・開発する計画となっております。 

 そのほか、市のホームページや対馬市ケーブルテレビ及びインターネット等を活用して、島内

外の不特定多数のさまざまな分野の方に呼びかけを行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（作元 義文君）  ほかに質疑ありませんか。１８番、小川廣康君。 

○議員（１８番 小川 廣康君）  これで３回目ですので、 後になりますが、休憩中にこの今資

料をいただきまして見せていただきましたけど、先ほども休憩前にも言いましたように、この事

業については、当初から島おこし協働隊の隊員が中心となってレザークラフトあるいは薬草・青

汁等の研究開発を、ここを拠点としてやるちゅうことは理解をしておりましたけど、前段申しま

したように、ここの旧鴨居瀬小学校をこの約７,８００万総事業費、今資料をもとに言ってみま

すと、７,８００万円。 

 ですから、当初、私が委員会でも意見を申し上げましたように、やはりこういう将来的な青写

真ができたら早目に、この予算を議会に提出する前に、私は議会あるいは市民のほうに知らせて

いただきたかったと、そういう観点からこの質問をさせていただきましたけど、これだけの総事

業費が７,８００万、このうち国庫の補助が１,３００万余り、あと残りは起債で６,１６０万で

すか、大きな事業です。自信を持って提出された議案だろうと思いますけど、私たちはやはり将

来に非常に、もちろんイノシシ、シカの皮を有効利用して、今後対馬の活性化につなげていくこ

とについては、私は異論はございません。 
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 そして、薬草・青汁も非常に難しい、高いハードルがあるとは思いますが、やはりこれを一つ

一つをクリアしていかなければ、先に進まないのは重々理解をしておりますが、私が一番気にす

るのは、この改装して、果たして今の島おこし協働隊、私が一般質問でもお願いしましたように、

３カ年の事業です。これ市長は延長、あるいはそこあたりができるというふうな答弁でしたけど、

次の後継者といいますか、技術者といいますか、これらの養成をまずやって、そして次の段階に

一歩一歩進んでいってもいいんじゃないかなと思っております。 

 そしてまた一つ、これだけの地元との協議ができているそうですが、やはりまだこれだけの莫

大な改装を入れてやるよりも、まだまだ近くを見回してみますと、遊休施設とは言いませんけど、

まだまだそれらしき公共施設等がまだあるんじゃないかなと思っております。 

 以上、私の意見を申し述べましたけど、今後、この事業が進展してほしい気持ちはいっぱいで

ございますが、理解ができなかったもんですから、こういう質問をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（作元 義文君）  ほかに質疑ありませんか。８番、阿比留梅仁君。 

○議員（８番 阿比留梅仁君）  私は活性化センター部長にお聞きしますが、先ほど小川議員の要

求に対して出された資料は、これいつできたもんですか、これが１点。 初から美津島活性化セ

ンターで企画されたこの件は件ですか、それが２点目、この２点をお伺いいたします。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  この資料につきましては、昨年の補正予算で

委託しておりました報告書がことしの３月３０日に報告をいただいて、もらったものでございま

す。 

 あと１件、この取り組みについては、地域再生推進本部と美津島地域活性化センターのほうで

取り組みをしておるところであります。（「議長、意味がようわからん」と呼ぶ者あり） 

○議長（作元 義文君）  地域再生推進本部と美津島地域活性化センターで取り組みをしていると

ころです。８番、阿比留梅仁君。 

○議員（８番 阿比留梅仁君）  この事業のよしあしは別として、これだけの、大きな鴨居瀬小学

校の跡地っていう平米数が物すごい大きい建物です。その建物を一部使うにも全部にしても、使

わないとこが崩れ落ちてもそれは使えないようになると思いますよ。 

 それで、こんな大きな事業をいきなり４月の臨時議会に上げる、計画性のないものを上げるこ

と自体が、いつごろからこの企画がなされて、そして中身がぼーっとした、ちゃんとした計画書

になってませんよね。それはわかりますか。もう少し地域再生推進本部、美津島地域活性化セン

ターがいつごろからこの企画をされて、だったら早いうちからされたと思いますよ。思いつきの

計画じゃないと思いますので。 
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 なぜ３月の特別本会議において予算委員会も開かれてます。そのときに提示できるような書類

がなされてなかったのか、私は対馬市の計画があやふやと思われますがどうですか、その辺。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  この事業計画については先ほど申しましたよ

うに、昨年から地元の鴨居瀬地区に話をしまして、それからは検討委員会というのを立ち上げま

して、６回程度開催しております。それでその結果、まとまったものが、先ほど申しましたよう

に３月の３０日に報告書として上がってきておりましたので、予算委員会のときにはまだ確定し

ていなかったもんですからちょっと発表するのは差し控えておりました。 

○議長（作元 義文君）  ８番、阿比留梅仁君。 

○議員（８番 阿比留梅仁君）  あんまり言いとうないけどね、検討委員会がどんなメンバーだか

知りませんが、２４年度事業で６,０００万も７,０００万も食うような事業を、少なくとも３月

の定例会、予算定例会に出せないような、報告ができないような委員たちばっかりやったんです

か、能力のない。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  委員については市役所内の職員と、それとコ

ンサルタントの方で検討しております。その中で何で遅くなったのかということでございますが、

報告書の成果をまって、どういった方向に進めていくかということがその段階ではちょっとでき

なかったということでございます。３月時点ではですね。（発言する者あり） 

○議長（作元 義文君）  はい、 後です。８番、阿比留梅仁君。 

○議員（８番 阿比留梅仁君）  その報告書の内容を教えていただけますか。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  内容は先ほど申しましたように、対馬の資源

を生かした新しい産業を創出するために、現在遊休化している旧鴨居瀬小学校を活用して、新し

いビジネスをつくっていくということで報告をいただいております。 

○議長（作元 義文君）  その報告書の内容がコピーできれば、議員さんにまた後でいいですから、

示してください。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  はい。 

○議長（作元 義文君）  ほかに。７番。松本臚幸君。 

○議員（７番 松本 臟幸君）  先ほどから聞いておりますと地域活性化センターの部長が答弁を

いたしておるようでございますけれども、先ほどいただきました事業イメージなどを見てみます

と、活性化センターだけで答えられるというようなものではないとちょっと思われますが、地域

再生推進本部の方で扱うべき事項ではないでしょうか。いかがでしょうか。 
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○議長（作元 義文君）  地域再生推進本部長、平間壽郎君。 

○地域再生推進本部長（平間 壽郎君）  失礼します。旧鴨居瀬小学校の校舎等の利活用検討会っ

ていうのが昨年の１０月に第１回目が発足しております。そのメンバーっていうのは、各部署の

係長さん、課長補佐さんが中心になって、それと島おこし協働隊の３名の方がその検討委員会の

メンバーでございます。 

 その事務局といたしまして、美津島の活性化センターの課長及び係長が中心になって、この検

討委員会を進めておったものでございまして、第６回開催されております。６回目が３月３０日

でございますが、３月３０日にコンサルタントに委託しておった報告書ができ上がっておりまし

て、３月３０日にその報告書に対しての意見交換が行われていると。基本的に美津島の活性化セ

ンターのほうで進めていただいたものでございます。ちょっと以上で、私の知り得るところはそ

の程度でございます。 

○議長（作元 義文君）  ７番、松本臚幸君。 

○議員（７番 松本 臟幸君）  そのような取り組み方は、わからんでもありませんけれども、や

はり先ほどから意見が出ておりますように、市が取り組むべき、やはり大きな事業として取り組

んでおられると思います。雇用を創出するとか、いろいろな問題を解決しようとかという中で取

り組まれておるわけですが、一センターの方でそれを事務局として取り扱われるべきような問題

ではないと思われますので、今後において十分検討されますようにお願いをいたしておきます。 

○議長（作元 義文君）  ほかに。１６番、糸瀬一彦君。 

○議員（１６番 糸瀬 一彦君）  今説明を受けましたけど、私はあんまり納得はできませんけど、

原材料は確保することにちゃんと定着できてるんですか。原材料。イタリアにちょっと研修に行

ったからいうて、市長の説明がありましたけども、なめしの能力とか、そういうものがコンスタ

ントに原材料として入るんですか。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  原材料と申しますのは、今御質問はイノシシ

の皮のことを言っておられるかと思います。それについてはなるべく材料の確保に努めていきた

いと、そしてそのほかにもイノシシの皮だけに限らず、対馬の島内にあるいろいろな原材料を含

めておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（作元 義文君）  １６番、糸瀬一彦君。 

○議員（１６番 糸瀬 一彦君）  イノシシにしてもシカにしても、そしてここで中学校を活用し

て対馬の活性化を図りたいと、その気持ちは十分わかるけど、７,０００万もかけてほたり込ん

で、そしてどのような運営がどういう形になっていくか、そういうものが私たちに説明の責任が、

私はあると思いますよ。 
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 先ほど同僚議員が聞きましたように、単なる地域活性化センターの部長で十分これが運営がで

きるのかどうなのか、検討委員会で十分されたということですけど、その検討の内容を教えてく

ださい。 

○議長（作元 義文君）  検討の内容については、配付させるようにしとって。 

○議員（１６番 糸瀬 一彦君）  だから、議長、３月３０日に 終の報告が出てきてですよ、き

ょう４月２４日ですよ。補正予算に出そうっちゅうのに、内部でどれだけ検討されたのかが、私、

逆にもう１回質問したいですよ、部長。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  検討委員会の中で話し合われたことにつきま

しては、旧鴨居瀬小学校の跡地を利用して、産業創出の活用の拠点として活用すると、さまざま

な活動を支援する対馬ニュービジネスサポートセンターを整備するということになっております。 

 サポートセンターの内容については、機会、創造、事業、これがチャンスづくりと、産業に生

かせそうな対馬の資源探しや、その資源を生かした産業の可能性を判断し、さらにはその産業化

に取り組む人材等に、新たな産業を起こすきっかけづくりに取り組む事業を予定しているという

ことでございます。 

 それから、成長支援事業といたしまして、産業化に向けた資源の活用や確保の研究、試作品の

製作、市場化テスト、その他販売ルートの開拓、営業手法、マーケティングリサーチ等を行うの

に必要な場所や施設、情報等を提供するということになっております。 

○議長（作元 義文君）  ほかに。１３番、三山幸男君。 

○議員（１３番 三山 幸男君）  私も、１６番議員と同じような質問を考えてました。 

 例えば、今回の補正予算で上がってるのは、鴨居瀬小学校を改造する費用でしょう。もし、改

造した後、運営はどのように考えておられるのか、これが１点。 

 そして、これは１８番議員でしたか、小川議員の質問と関連しますけれども、島おこし協働隊

というのは確か３年でしたよね、もうことしが２年目で、その人たちが今後再契約されて残るか

どうかもちょっと今んとこはっきり、市長、はっきりできますか。 

 だったら、例えばこういうものをやって対馬にある、対馬の自然を生かした材料で島おこしを

したいというような考え方よくわかるんですけども、例えば、そういうような協働隊あたりの人

たちが３年たったとき、例えば、対馬の資源では私たち十分研究を尽くしたが、これ以上できな

いというような状況になった後の例えばここの小学校を改造し、高額な金を費やした後の運営形

態はどのように考えているのか、そのあたりをあれば、お願いします。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  三山議員の御質問に説明いたします。 
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 運営をどのようにサポートしていくかということでございます。先ほど申しましたように、ま

た資料にもお配りしておりますように、３つの機能を持った施設に改修しようとしているところ

でございます。そのための情報を、人の拠点づくりのサポートをするため、また、マーケティン

グやデザイン等の専門知識を持ったビジネスコーディネーターという方を将来は配置していかな

ければうまく機能しないんじゃないかというふうに考えております。 

 それと、島おこし協働隊員が３年たったらもう契約切れで島を去っていくんじゃないかという

ことでございますが、協働隊員については全く対馬市とのかかわりがなくなるわけではございま

せん。必要に応じて、また再度来島いただいて、違った側面についても利活用していただけると

考えております。 

 それと、この施設は、島おこし協働隊員だけに特化したものではございません。さっきから説

明しているように、ほかの方も、島内外、島の方が主に使って、積極的に活用して使っていただ

きたいなと考えております。 

○議長（作元 義文君）  １３番、三山幸男君。 

○議員（１３番 三山 幸男君）  私の質問と、活性化センターの部長の答弁と幾らかかみ合わな

いのかなと思うんですが、私は例えばこの施設ができて、市が直営でやるのか、例えばそういう

島おこし協働隊みたいな、あるいは民間に委託して、そういうとこで研究調査をするのか、それ

をどのような形で今後の運営は考えておられるのかと、１点目にはそれを聞いたつもりなんです

が。当面の間は市がするわけですか。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  当面の間は、先ほど説明しましたようにコー

ディネーターを設置して、市の方でサポートしていかなければならないだろうと考えております。 

○議長（作元 義文君）  １３番、三山幸男君。 

○議員（１３番 三山 幸男君）  コーディネーターを採用してということですが、コーディネー

ターは、別に、例えば民間から採用するということでいいんですか。市の職員が、例えばコーデ

ィネーターとしてそういういろんな手配をしようとする考えなのか、どちらか教えていただきた

いと思います。 

○議長（作元 義文君）  はい、美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  コーディネーターについては、まだ市の職員

がするのか、また外部から招聘するのか、まだそこまでは煮詰めておりません。一応２５年度か

らになりますので、運用がですね、それまでにはどういった体制で臨むのがいいのかはっきりと

詰めたいと思います。 

○議長（作元 義文君）  ほかに質疑ありませんか。６番、山本輝昭君。 
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○議員（６番 山本 輝昭君）  今回は、施設の整備費ということですが、先ほど１３番議員から

で、施設管理の件ですが、仮にきょうの予算で可決されたとした場合に、来年度から運営すると

いうことですが、人員体制ですね、経費、経常的な経費、どれくらいかかるのか、その試算は多

分されておると思いますが、それが１点ですね。 

 それから、公社があります。市が出資しております、農業関係、水産関係、例えば豊玉の振興

公社ですか、水産関係の。ここも商品開発ですよね、そういった公社も市が出資した公社との関

連はどのように議論がされたのか。 

 多分先ほどのお話ですと、公社関係のその話し合いがあっておるかどうかわかりませんが、公

社も同じようなことをするわけです。おまけに、観光物産も情報の発信とかしております。協会。

ここに観光物産協会というのもまた出てきております。そういったものと十分に話し合う協議の

場があったのか、それをお尋ねします。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  運営費については、まだ今どのくらいかかる

のか定かでは、決まっておりません。 

 それと、振興公社との兼ね合いはどうなるかということでございますが、振興公社あたりにも

そういった設備が整った、商品を開発されておるかと思うんですが、またそれ以外に、ほかのこ

とをやりたいと、そしたら公社の設備ではちょっと無理じゃないかというようなことも出てくる

かと思います。そういったことも今度の改修工事の中に機械をそろえて活用していただければと

いうふうに思っております。 

 それと、観光物産関係との協議はどうだったかということでございますが、一応観光物産協会

ともそういった商品あたりがどういった商品になるかわかりませんが、見えてきましたら、イベ

ント等含めて協議を持っていきたいと考えております。 

○議長（作元 義文君）  ６番、山本輝昭君。 

○議員（６番 山本 輝昭君）  １点目の、今後の来年度から事業を展開する中で、経費的な分に

ついてはまだわかりません。果たして、これをつくれば、今回予算が通れば、おのずと事業を実

施していくわけです。そのときに、年間に幾らかかるのか、経常的に、その試算は必要ではない

でしょうか。やはりそういったものを教えてもらって、今回のこの建設事業費は議案として出し

てほしかった。 

 余りにも漠然とした中で、同僚議員の皆さんも言っておるのは、今回これを、予算を可決すれ

ば、おのずと次は人員の体制とか経費とか、来年度予算に組んでいくだけです。一番大事なこと

だと思うんです。それについては、今回たったこれだけの資料ですよ。もう少し資料を全協でも

結構です。いろんなこと前もって資料をいただくような、それが欲しかったと思います。 
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 特に公社関係とか観光物産協会、これは十分話し合いをしながら、果たして公社をどうするの

か、公社は今の分だけでいいわけですか。今の開発だけでいいわけですか。公社がしとるのは、

例えば豊玉では水産加工とかしてますよね、そうすると、水産加工関係は豊玉に任せるわけです

か。ここに持ってくるわけですか。同じようなものの開発ですね、全然私はそこんとこ理解でき

ません。 

○議長（作元 義文君）  美津島地域活性化センター部長、主藤繁明君。 

○美津島地域活性化センター部長（主藤 繁明君）  公社の開発と、この旧鴨居瀬小学校で予定し

ております開発は、違ったものを想定をいたしておるところです。公社は公社なりにしていただ

いて、水産加工物に限ってすれば公社も含めて、さっき言いましたように、この鴨居瀬小学校で

も研究開発ができるものもあるんじゃないかと思います。そういった施設を整備して、活用をし

ていただきたいというふうに考えております。 

○議長（作元 義文君）  ６番、山本輝昭君。 

○議員（６番 山本 輝昭君）  今回、ちょっと市長が先ほど言われましたことで、関連で、長崎

に出張した折に視察された、その中については多分水産関係の分だと思うわけです。ですから、

私は今度こちらに聞いたのは、その関連性を、市長の考えをもう少しちょっと詳しくお願いしま

す。 

○議長（作元 義文君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この鴨居瀬で組み立てようとしよる計画については、あくまでも研究を

していく、試作品をどんどんつくっていってみるというふうなことのための施設整備というふう

に私はとらえております。 

 今、公社の問題がありましたけども、仮に豊玉の公社でありましたら、それは大量に生産をし

ていくところだというふうに思います。いろんな同じ水産物であっても、加工の仕方によってい

ろいろ変わっていく、その可能性をこの場所で見つけていくというのが６回、検討会のほうで論

議されて、結論として上がってきたものだというふうに思ってまして、先ほど言いました県の水

産試験場にありますオープンラボラトリーについてもやはりそこで既にたしか１５０何品目の新

商品が生まれているというふうな説明もありました。 

 さまざまな私どものこの資源の可能性というものをこちらが、行政が提供する中で皆さんの思

いとかアイデアを起業につなげていってほしいという意味の１つのステップに、この施設を使っ

ていただけたらというふうな思いで計画はつくり上げられているところだと思っております。 

○議長（作元 義文君）  いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 お諮りします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。委員会への付託を省略することに決定しました。 

 これから討論、採決を行います。議案第６１号について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。本件は原案のとおり決定することに御異議ありま

せんか。癩癩失礼しました。本件に賛成の方は起立願います。 

 暫時休憩します。 

午後３時34分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時35分再開 

○議長（作元 義文君）  再開します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立少数です。本件は否決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．議案第６２号 

○議長（作元 義文君）  日程第１０、議案第６２号、工事請負契約の締結について（（仮称）対

馬中部汚泥再生処理センター建設工事）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  ただいま議題となりました議案第６２号、工事請負契約の締結

につきまして、提案理由を説明申し上げます。 

 （仮称）対馬中部汚泥再生処理センター建設工事につきましては、従来の価格を重視した入札

方法ではなくて、技術や性能、機能といった価格以外の要素を含めて評価し、評価点の高い者を

落札者とする、総合評価一般競争入札において実施をいたしました。 

 学識経験者を含む総合評価審査委員会を昨年２月より６回開催し、協議検討の結果、落札者を

決定いたしましたので、（仮称）対馬中部汚泥再生処理センター建設工事に係る工事請負契約を

締結いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、落札決定に至る主な経過でありますが、平成２３年５月２６日、建設工事入札の公告を

行い、同年１１月１０日、２社より技術提案書の提出を受け、平成２４年１月２６日、技術提案

に基づくヒアリングを行い、同年２月２７日に技術評価審査を行い、同年４月１７日に価格によ
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る入札を実施いたしました。 

 ２社による総合評価一般競争入札をしました結果、市議会議案集第１２ページの入札結果一覧

表に記載していますとおり、総合評価点７４.０８点により、浅野環境ソリューション株式会社

九州支店支店長古庄春行氏が、１０億５,２００万円で落札をされました。これに消費税相当額

を付加した金額１１億４６０万円をもって工事請負契約を締結するものであります。 

 工事の概要につきましては、追加議案集の２ページをごらんいただきたいと思います。本施設

は高負荷脱窒素処理方式を採用いたしております。処理能力は１日２３キロリットルで、汚泥と

生ごみにより堆肥製造を行い、資源化に取り組む方法を採用いたしております。 

 全敷地面積９,４００平方メートル、本体建物は鉄筋コンクリートづくりの地下１階地上３階

建て１棟、建築面積９２０.７４平方メートルで、延べ床面積２,２８８.５５平方メートル、土

壌蒸発散施設３ブロックで２,５００平方メートルであります。施設設備の概要詳細につきまし

ては、追加議案集の３から４ページをごらんいただくようお願い申し上げます。 

 なお工期につきましては、平成２７年１月３０日までの３カ年事業といたしております。 

 以上、簡単ではございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上御決

定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。１７番、大

浦孝司君。 

○議員（１７番 大浦 孝司君）  ２ページと、それと入札結果一覧の１２ページについて担当部

長と入札執行の委員長さんにお尋ねいたします。 

 まず、２ページのことなんですが、この処理能力のことでございます。１日当たり２３キロリ

ットルの処理をし、し尿が１２キロリットル、浄化槽汚泥１日当たり１１キロリットル、この数

字の根拠につきましては峰・豊玉町を中心とする事業所、一般住居の対象戸数年間取扱量をその

中で幾らに見ておるのか。 

 それと、以前から美津島、厳原を対象とする厳美清華苑の１日処理量の６０キロリットルの規

模が、非常に十分な能力を発揮しておらないと、受け入れに問題が過去再三あって、しかも貯留

槽を１億相当かけてこの対応をしておるわけですが、しかしその後、韓国等の交流、観光人口が

大きく数字が上がってきております。 

 そうした場合に、この中部の汚泥処理施設はその機能が 大限に限度が来た場合、ここの活用

があるというふうなことで方向方針を私は説明を聞いておりました。その辺のことにつきまして、

具体的な現段階の工事を進める、本日決定する前に再度担当部長の説明を確認したいと思います。

まず１点。 

 それから、１２ページをちょっと、入札執行の中で、私素人でございます。その総合評価一般
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競争入札という採点方式で、ここはよくわかるんですが、この不景気の中で全国公募をして、わ

ずか２社しか集まらんというようなことを非常に本当だろうかと、一般的に私思うんですが、そ

んなこと言うてもですね、２社しか来んやったからしょうがないと言えばそれで済みますが、こ

の事業をする前、町村合併の前にこの豊玉町と峰町で広域のその施設をつくったわけですが、

２０数年前、３０年前のことだと思います。 

 そのときに施工されたのは、私の記憶では浅野工事だと思います。この浅野環境ソリューショ

ンという名称でございますが、その浅野さんとこの会社とは全く関係がないのか、そのことの認

識を指名委員長であります副市長にコメントを聞きたいと思います。２点ほど回答をお願いしま

す。 

○議長（作元 義文君）  市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  まず第１点目の量の問題でございますけれども、これは御指摘

のとおり豊玉・峰管内の量と、美津島の万関以北を掲載した量で試算をさせていただいておりま

す。それによりますと、コンサルの計画の数字を採用しておりますけども、平成２７年度以降の

数量をピークといたしまして計算をさせていただいております。 

 それによりますと、人口の減少等も相まって、２３トン規模の処理能力でいいんじゃないかと

いう結果をいただきましたので、その根拠に基づきまして、１日２３キロリットルという試算を

させていただいているところでございます。 

○議長（作元 義文君）  １７番、大浦孝司君。 

○議員（１７番 大浦 孝司君）  もう少し具体的に、部長。豊玉・峰町の１日当たりの 大のト

ン数を、じゃ２３トンのうち何トン、それで万関以北を幾らに見てるんですか。例えば８月の

ピーク時でも結構なんですが。 

○議長（作元 義文君）  市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  万関以北の量は３キロリットル推定しております。（「峰・豊

玉の数字を」と呼ぶ者あり） 

○議長（作元 義文君）  市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  峰と豊玉個別の推計を今手持ちに持っておりませんで申しわけ

ありませんけども、２０トンということでトータル数字で説明をさせていただきたいと思います。

（発言する者あり） 

○議長（作元 義文君）  副市長、齋藤勝行君。 

○副市長（齋藤 勝行君）  私がこの総合評価委員会の委員長ということで、私のほうから説明を

さしていただきたいと思います。 

 まず、この２社であったという件でございますが、当初３社の申し込みが、参加表明という形
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で３社があったんですけども、１社は市が示す方式が若干違うということから、審査の結果、こ

こは外して、市の考えどおりのその方式でやれないのかということでございましたら、それはし

切らないということで１社は辞退されまして、この２社になっております。 

 それとこの浅野環境ソリューション株式会社でございますが、これは現在の中部のセンターを

つくった会社と一緒でございます。（「一緒ですか」と呼ぶ者あり）はい。 

○議長（作元 義文君）  １７番、大浦孝司君。 

○議員（１７番 大浦 孝司君）  私らは議会議員です。深い調査はできませんが、もともととら

れた会社がここをまたとったと、そして２社であったと。結果ですよ。何となく業界の中での調

整があったんではないかなというふうに私は個人的に、ただ見るだけでありまして、それ以上の

事実ということにつきましては発言はしません。 

 その辺が私はおととい、この資料を見たときに、この不景気の中にこのくらいの数字でしか公

募が来んというのはおかしくないかなというふうな思いがしております。しかしそれ以上のこと

を、私がそういう調査権もございませんので発言はとめますが、気持ちはそういうふうな思いが

ございます。 

 以上で終わります。 

○議長（作元 義文君）  ほかに。７番、松本臚幸君。 

○議員（７番 松本 臟幸君）  ２点ほどお伺いをいたしたいと思います。本議案に反対するもの

ではございませんけれども、私自身ちょっと不明なところがございますので質問をするものであ

ります。 

 先ほどの説明の中で、入札の方法について総合評価一般競争入札を取り入れられておりますが、

これとあわせて県外業者と島内業者、または準島内業者と組み合わせによる共同企業体の入札方

法はとれなかったのか、また検討はされたのか、そのあたりについて１点お伺いをしたいと思い

ます。 

 それと４ページの参考資料によりますと、主な工事の中でも地元業者が施工できるような工事

が幾分か見受けられるようですが、分割発注などにおいてはできなかったのかどうか、この２点

についてお伺いをいたします。 

○議長（作元 義文君）  市民生活部長、長郷泰二君。 

○市民生活部長（長郷 泰二君）  ただいま７番議員さんの御質問なんですけども、確かに共同企

業体の採用ということでございますけども、これにつきましては市のほうに建設検討委員会とい

うのを立ち上げております。その中でその話も出てきたわけですけども、この事業というのが特

殊な事業、要するに２０年とか２５年のスパンでしか発生しない仕事であります。 

 その中におきまして、特にプラントがこの施設のメーンということになってきますし、特許性
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が高いとか、その社独自の装置というものが発生いたします。そういった観点から、今回は共同

企業体による事業の発注は行っていないということでまず御理解いただきたいと。 

 それと地元業者の雇用の問題、一応この建設全体におきましては、建設の部分と解体の部分が

ございます。まず既設の施設を解体する部分につきましては、別発注と考えて、後年度に契約を

いたしております。それはできるだけ地元ということでそういった発注を考えております。 

 それともう１点ですけども、先ほど水道工事関係、これにつきましても別工事発注ということ

で考えております。今回発注いたしますのは、あくまでもプラント性の導入に係る上物、蒸発散

施設の装置に係る配管類こういったものを、発注をいたしております。 

 地元業者の育成という観点から、先ほど言いましたような部分的発注は今後考えておりますの

で、随時施行していきたいと考えておりますので御理解よろしくお願いします。 

○議長（作元 義文君）  ちょっと待ってください。本日の会議時間は議事の都合によってあらか

じめ延長します。７番、松本臚幸君。 

○議員（７番 松本 臟幸君）  共同企業体ＪＶについてはいろいろ検討がされて現在に至ってお

るとは思っております。いずれにしましても、やはり以前からよく質問が出ておりますけれども、

公共事業などが非常に少なくなっておりまして、１１億ぐらいの事業においてもすべて島外業者

が行うというようなことになってまいります。 

 今後においては、地元業者が幾らかでも受注する機会が得られるように、可能な限り努力をし

て発注方法をとっていただきたい、このように要望いたして質問を終わります。 

○議長（作元 義文君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、委員会への付託を省略することに決

定しました。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第６２号を採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立多数です。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１１．同意第３号 

日程第１２．同意第４号 

○議長（作元 義文君）  日程第１１、同意第３号及び日程第１２、同意第４号、対馬市教育委員

会委員の任命について同意を求める２件を一括議題とします。 

 提出者の説明を求めます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  同意第３号、対馬市教育委員会委員の任命について、提案理由を御説明

いたします。 

 現教育委員梅野正博氏が、平成２４年４月３０日をもちまして任期満了となりますので、引き

続き教育委員としてお願いするものであります。 

 同氏につきましては、今さら申し述べるまでもなく、議員皆様も既に御承知のとおりでござい

まして、平成２２年４月から教育委員として御活躍いただいております。学校等の統廃合や次世

代につなぐ青少年育成にも情熱がありますので、引き続き教育委員として議会の御同意をお願い

する次第であります。 

 なお、任期は、平成２４年５月１日から平成２８年４月３０日までの４年間となっております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、同意第４号、対馬市教育委員会委員の任命について、提案理由を御説明いたします。 

 現教育委員阿比留陽子氏が、平成２４年４月３０日をもちまして任期満了となりますので、引

き続き教育委員としてお願いするものであります。 

 同氏につきましてはいまさら申し述べるまでもなく、議員皆様も既に御承知の通りでございま

して、平成２０年５月から教育委員として御活躍いただいております。 

 また前回の教育委員の同意につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

が改正されたことに伴い、委員のうちに保護者である者の選任が義務化され、委員の同意をお願

いしたところでありますが、保護者を離れ今回の同意は任期中での学校運営のあり方や、青少年

の健全育成などを多岐にわたる経験や知恵を存分に発揮していただきたいと考えております。人

格識見ともに申し分なく、引き続き教育委員として議会の御同意をお願いする次第であります。 

 任期は、平成２４年５月１日から平成２８年４月３０日までの４年間となっております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  説明が終わりました。質疑はありませんか。１８番、小川廣康君。 

○議員（１８番 小川 廣康君）  １点だけ、市長、任命者の方にお尋ねしときたいと思いますが、

このお二方については異論は別にございません。これが、任期がこの４月の３０日で切れるわけ

でございまして、本来なら私は３月の本会議で任命、この議題としてするべきじゃないのかなと

思っております。きょうは４月の２４日、もうあと１週間しか任期のない両名ですので、異論は
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ありませんけど、何かこの臨時議会に提案しなければいけなかった、３月じゃいけなかったとい

う理由は何かあるんでしょうかね。 

○議長（作元 義文君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  別に３月にどうのこうのっていうことはなかったんですが、既に４月の

中旬ごろに先ほど可決いただきました契約案件というものが当然事務の流れの中で出てくるとい

うことが見えておりましたので、その時期でも十分に間に合うという思いで４月今回出させてい

ただいたところであります。 

○議長（作元 義文君）  １８番、小川廣康君。 

○議員（１８番 小川 廣康君）  わかりました。当初から臨時会の予定が組んでたからというこ

とですが、後１週間ぐらいしか任期がないわけですが、もし万が一ということを考えれば、私は

やはり余裕を持って３月でわかってた、３月の本会議の 終日にでも私は出すべきじゃないのか

なと、私は個人的にそう思います。 

 そういうことで、改善できるのならば改善していただきたいなと、残りあと１週間しか任期な

いわけですから、両名とも。もし、もし万が一か何かにそうなった場合に、また臨時会等を招集

してこの案件を出さなければいけないという事態が発生しないとも限らないのではないかなと思

っておりますので、以後検討していただきますようによろしくお願いします。 

○議長（作元 義文君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。２件は委員会への付託を省略することにしたいと思います。御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。２件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 次に討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。 

 これから採決します。同意第３号、対馬市教育委員会委員の任命について同意を求める件は、

これに同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。同意第３号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第４号、対馬市教育委員会委員の任命について同意を求める件はこれに同意するこ
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とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。同意第４号は同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．同意第５号 

○議長（作元 義文君）  日程第１３、同意第５号、対馬市監査委員の選任について同意を求める

件を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  同意第５号、対馬市監査委員の選任について、提案理由を御説明いたし

ます。 

 現監査委員、長岡豊明氏が、平成２４年４月３０日をもちまして任期満了となりますので、引

き続き監査委員としてお願いするものであります。 

 同氏につきましては、今さら申し述べるまでもなく、議員皆様も既に御承知のことと思います

が、平成２０年５月から監査委員として本市の行財政執行の経営管理や、財務管理などに御活躍

いただいております。人格識見ともに豊富でありますので、引き続き監査委員として議員皆様の

御同意をお願いする次第です。 

 任期は、平成２４年５月１日から平成２８年４月３０日までの４年間となっております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  説明が終わりました。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略することにしたいと思います。御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 次に討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。 

 これから採決をします。同意第５号、対馬市監査委員の選任について同意を求める件は、これ

に同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。同意第５号は同意することに決定しました。 

 お諮りします。本議会における議決の結果、条項、字句、数字、その他においてその整理権を

会議規則第４３条の規定によって議長に委任願います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。整理権を議長に委任することに決定しました。 

 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 市長よりあいさつの申し出があっておりますので、これを受けます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  閉会に当たりまして、一言御礼のごあいさつを申し上げます。 

 本臨時会におきまして、御提案を申し上げました議案につきまして、御決定を賜りましてあり

がとうございます。 

 本日、一般会計補正予算（第１号）を除き、御決定いただきました案件につきましては、適正

な事務処理に努め対処してまいりたいと存じます。また、人事案件につきましても、すべての議

案に御同意賜り、厚く感謝申し上げる次第です。 

 この場をおかりして、この４月末日をもちまして、副市長の大浦義光氏と齋藤勝行氏の両名が

任期満了となります。私の４年間をしっかりと支えていただきましたし、議員各位とも、市民と

も、密接な連携をとっていただいたと、この場をかりて感謝の意を御両名に伝えたいと思います。 

 後に、議員皆様の御健康と御活躍を願いまして、臨時会閉会のあいさつとさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（作元 義文君）  ここで、大浦、齋藤両副市長が、 後の議会でありますのであいさつを

いただきます。副市長、大浦義光君。 

○副市長（大浦 義光君）  ただいま市長のほうからあいさつがありましたように、今月末をもち

まして任期が満了いたします。この４年間、本当に市長を支えたのか、そしてまた議会との調整

役を十分果たせたのか、自問自答をいたしております。きょうの結果を見ますと、そのことが十

分に果たせてなかったなと、今は反省でいっぱいであります。 

 時代は変わっております。今までは国とか県からの指示をまって行政を行えばよかったんです

けども、今は市民、それから市のほうから国、県へと提案をするという、そういう時代に変わっ

ております。ことし、離島振興法の改正があります。先日、振興法の大綱が発表されました。次

は議会でも特別委員会をつくってもらってます国境新法の制定がきます、どうか議会と理事者が

一体となって、この対馬をより一層発展してもらうことを願っております。 

 市長も、５つの循環システムについて公約をいたしました。先ほどお願いしましたように、な

お一層協力体制をとってもらって、ますます対馬がいい形で発展することを願っております。来

月から上対馬の地に帰りますが、上のほうから対馬がどんどん発展することを願い、そして応援
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をしたいなと思っております。本当にこの４年間、お世話になりました。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（作元 義文君）  副市長、齋藤勝行君。 

○副市長（齋藤 勝行君）  失礼いたします。今、大浦副市長のほうから話がありましたが、同じ

く大浦副市長と二人で、４年前に議員皆様方の御同意を賜りまして、副市長の職につかせていた

だきました。この３０日をもちまして、４年間の任期が満了となります。議員皆様方には大変お

世話になりました。 

 ４年前に副市長という大役をお引き受けをいたしましたが、自分の能力不足からいたしまして、

立場としての仕事を十分に全うすることができませず、議員の皆様方からはいろいろとおしかり

を受けることばかりだったというふうに思っております。この４年間、議員の皆様方を始め、市

民の皆様方の御指導、御理解のもとに、何とか財部市長の補佐役としてこの４年間を過ごすこと

ができました。この場をおかりいたしまして厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 振り返ってみますと、私は、昭和４３年４月に旧厳原町役場の職員として奉職いたしまして、

それから今日まで行政一筋に仕事をさせていただきました。本当に長い間皆様方にはお世話にな

ったというふうに思います。感謝を申し上げたいと思います。 

 ２期目の財部市政におかれましては、新体制のもとで自立できる対馬のために新たな発想のも

とで、斬新な施策に取り組んでいただくことを期待をいたしております。 

 私もこれからは一市民として、市政を見守りながら地域に帰りまして、自分なりに何かできる

ことがあればそのことから１つずつ取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 後になりましたけども、対馬市の発展と、議員皆様方の今後ますますの御活躍、御健勝、御

多幸を祈念申し上げまして、簡単ではございますが、退任に当たりましてのあいさつにかえさせ

ていただきます。本当に長い間お世話になりました。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（作元 義文君）  ただいまあいさつをいただきました両副市長には、４年間大変お疲れさ

までございました。議会からも心から二人の御労苦に対し、感謝をし、今後の御健康と御多幸を

お祈りを申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（作元 義文君）  会議を閉じます。平成２４年第１回対馬市議会臨時会を閉会します。お

疲れさまでした。 

午後４時10分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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